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第１ 生活保護制度について 

 

１ 生活保護制度を取り巻く状況等について 

（１）生活保護の動向（平成 24年 11月時点）  

平成 24 年 11 月時点の生活保護受給者数は約 215 万人（生活保護受給世帯数：約 157

万世帯、保護率：1.68％）となっており、平成 23 年 7月に現行制度下での過去最高を

更新して以降増加傾向が続いている。  

   ただし、対前年同月伸び率は 3.2％となっており、平成 22 年 1月の 12.9％をピーク

に減尐傾向にある。（世界金融危機直前（平成 20 年 10月）の伸び率は 3.0％）  

年代別にみると 60 歳以上の受給者数の伸びが大きく、生活保護受給者の過半数（約

51％）は 60歳以上の者となっている。一方で、厳しい経済情勢の影響を受け、失業等

により生活保護に至る世帯を含む「その他の世帯」の伸びは 10 年前の 7.2 万世帯から

28.8万世帯と 10 年間で約 4 倍となっている。  

    

（２）生活保護制度の見直しについて 

  ア 生活保護制度の見直しの基本的考え方について 

    生活保護制度には、「最後のセーフティネット」としての役割を引き続き十分に果

たしていくことが求められており、支援が必要な人に確実に保護を実施するという

基本的な考え方は変わるものではない。 

その上で、近年の生活保護受給者が急増する等の状況を踏まえ、就労・自立支援

対策、不正・不適正受給対策、医療扶助の適正化などを中心に見直しを図ることと

している。 

 

  イ 生活保護制度の見直しについて 

    生活保護制度については、社会保障制度改革推進法（平成 24 年法律第６４号）

においても、同法附則第 2 条において、生活困窮者対策及び生活保護制度の見直し

に総合的に取り組むこと等が規定されている。 

    そのような状況下の中、社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する

特別部会において、生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに関する具体的な制

度設計について審議が重ねられ、平成 25 年 1 月に報告書が取りまとめられたとこ
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ろである。 

    生活保護制度の見直しについては、今後、当部会の報告書を基に、運用上で実施

可能な事項については、地方自治体の意見も踏まえつつ、できる限り速やかな実施

を図る（予算措置を伴う事項については、予算成立後に順次実施）とともに、法律

上の措置が必要な事項については、生活困窮者対策の実施に併せ、生活保護法を改

正することとしている。 

 

２ 切れ目のない就労・自立支援策とインセンティブ強化について 

（１）就労・自立支援の取組強化 

各自治体には就労支援をはじめとして積極的に自立支援に取り組んで頂いている

ところであるが、今般、就労支援の一層の強化等を行うこととしているので、各自治

体においてはこれらの取組を推進できるよう体制整備をお願いする。 

 

  ア 就労支援員の増配置等について 

ハローワークへの同行や面接支援等特別なサポートを必要とする生活保護受給

者の就労支援を行う就労支援員（平成２５年１月現在、１,９８０名（就労意欲喚

起を行う者等を含む。）による、就労自立のためのきめ細かな支援は、必要不可欠

な存在となっている。 

このため、平成２４年の経済対策で各都道府県の基金（緊急雇用創出事業臨時特

例基金・補助率１０/１０）の事業実施期間を平成２５年度末まで延長し、生活保

護受給者の就労支援に必要な経費を確保し、必要な数の就労支援員が確保できるよ

う基金の配分を行ったところであるので、各自治体におかれては、生活保護受給者

の就労支援について一層の強化に取り組まれるようお願いする。 

 

イ 生活保護受給者等就労自立促進事業（仮称）の創設 

都道府県労働局・公共職業安定所（以下「ハローワーク」という。）と地方自治

体との協定等に基づく連携を基盤として、生活保護受給者等の就労促進を図る「福

祉から就労」支援事業を平成 23 年度から実施し、実績をあげているところである。 

平成 25 年度からは、ハローワークと地方自治体が一体となった就労支援を抜本

強化するため、本事業を発展的に解消し、さらに、国が行う業務と地方が行う業務
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を一体的に実施する「一体的実施」の成果を最大限活用しながら、新たに生活保護

受給者等就労自立促進事業（仮称）を創設する予定である。 

具体的には、地方自治体へのハローワーク常設窓口の設置や巡回相談等の実施に

よるワンストップ型の支援体制を全国的に整備の上、生活保護の相談・申請段階の

者等ボーダー層を含めた支援対象者の大幅な拡大、早期支援の徹底及び求職活動状

況の自治体との共有化など、就労支援を抜本的に強化し、生活困窮者の就労による

自立を促進することとしている。各自治体におかれては、生活保護の相談・申請段

階の者を含め支援対象者の送り出しなど、都道府県労働局・ハローワークとの連携

を一層強化していただくようお願いする。 

 

 ウ 子どもの貧困連鎖の防止に向けた取組について 

貧困連鎖の防止については、従前より「社会的な居場所づくり支援事業」として、

中学 3 年生を中心に高等学校進学率の向上を目指す学習支援の場の提供、家庭訪

問・養育相談等の積極的なアウトリーチ支援、高校生の中退防止のための支援等に

取り組んでいただいているところである。 

平成 25 年度予算（案）においては、従前の取り組みに加えて、学習支援の対象

学年を中１、中２にまで拡大、高校中退防止のための夜間、休日の個別相談や職場

体験の取組の強化、新たに、子どもが規則正しく学校に登校し、社会性をつけるた

めの全般的な日常生活支援を行う居場所の提供、「働く大人」像の実体験のための

合宿や就労体験の場の提供等支援を行うこととしている。 

各自治体におかれては関係機関と調整の上、これまで以上に積極的に取り組まれ

るようお願いする。なお、参加対象者の範囲については特段の事情がある場合を除

き、原則として生活保護受給世帯の子どもとすることとしているのでご了知いただ

きたい。 

 

エ 自立支援プログラムの策定について 

自立支援プログラムは、①管内の被保護世帯全体の状況を把握し、②被保護者の

状況や自立阻害要因を類型化し、それぞれの類型ごとに取り組むべき自立支援の具

体的内容や実施手順等を定め、③これに基づき個々の被保護者に必要な支援を組織

的に実施することによって、被保護世帯が抱える様々な問題に対処し、これを解決
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するための、「多様な対応」、保護の長期化を防ぐ「早期の対応」、効率的で一貫し

た組織的取り組みを推進する「システム的な対応」を可能とするものである。 

各自治体におかれては、これまで以上に就労支援に取り組んでいただくとともに、

子どもの健全育成に関する支援や、就労が困難な生活保護受給者に対する社会的自

立の支援についてもより一層強化するようお願いする。 

 

（２）早期の集中的な就労・自立支援 

 保護開始直後から脱却後まで、稼働可能な者については、切れ目なく、また、ど

の段階でも、就労等を通じて積極的に社会に参加し、自立することができるよう支

援を行う必要がある。 

① 保護開始段階での取組 

生活保護の受給に至った者が、就職できないという状況が長く続くと、自立が

困難になってくる傾向があるため、早期に対策を講じることが必要である。 

このため、就労可能な者については、就労による保護からの早期脱却を図るた

め、保護開始時点で例えば６月間を目途に、生活保護受給者主体の自立に向けた

計画的な取組についての確認を行い、そのことについて本人の納得を得て集中的

な就労支援を行うこととしている。 

その際、一般就労が可能と判断される者について、自らの希望を尊重した就労

活動を行ったにもかかわらず、一定期間経過後も就職の目途が立たない場合等に

は、それまでの取組に加えて、本人の意思を尊重しつつ、職種・就労場所を広げ

て就職活動を行うことを基本的考え方とすることを明確にすることにしている。  

 

② 保護開始後３～６月段階での取組 

それまでの求職活動を通じて直ちに保護脱却が可能となる程度の就労が困難

と見込まれる稼働可能者については、生活のリズムの安定や就労実績を積み重ね

ることで、その後の就労に繋がりやすくする観点から、低額であっても一旦就労

することを基本的考え方とすることを明確にする。 

 

 （３）就労活動促進費の創設について（平成 25 年 8月から） 

     受給者の自発的な能力活用等の取組を促す観点から、就労支援プログラム等へ
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の参加など、活動内容や頻度等を踏まえて自ら積極的に就労活動に取り組んでいる

と認められる者に対して、その活動に要する経費等も踏まえた定額の手当を支給す

る就労活動促進費を創設する予定である。 

    

（４）勤労控除の見直しについて 

生活保護受給中の就労インセンティブ施策として勤労控除制度があるが、現在の

勤労控除は一定の効果はあるものの、一層の就労を促すためには現在の金額では不

十分との指摘もあり、増収するほどに控除率が低下する仕組みを見直す必要がある

ことから、全額控除となる水準や控除率を見直すこととしている。併せて、実施機

関によりその活用の程度にばらつきがある特別控除については、廃止することとし

ている。 

 

 （５）就労自立給付金（就労収入積立制度）の創設について 

生活保護から脱却すると、税や社会保険料等の負担が生じ、結果的に可処分所得

が減尐してしまうという問題があり、こうした点を踏まえて、生活保護を脱却する

ためのインセンティブを強化する必要がある。 

このため、保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一

定額を仮想的に積み立て、安定就労の機会を得たことにより保護廃止に至った時に

支給する制度の創設を予定している。 

 

※ 制度イメージ 
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（６）支援方法の見直し等について 

① 自動車の処分保留期間の延長 

公共交通手段がないなど車が主な通勤手段である地域においては、車の保有を認

めることが就労に結びつくと考えられることから、一般低所得者との均衡にも配慮

しつつ、車の処分を保留する期間を延長する予定である（概ね半年→1 年）。  

  ② 転居を伴う就労支援 

現在は住所地から通勤可能範囲の就労を主に支援しているが、その範囲内に稼働

能力に応じた職場がない場合であって、長期に安定的な就労機会が確保できるなど

保護脱却が十分に見込める場合には、敷金や移送費等を負担する方向で見直す予定

である。 

 

３ 健康・生活面に着目した支援について 

（１）生活保護受給者の健康管理を支援する取組について 

     生活保護受給者ができる限り病気を患うことなく健康で生活することは、受給者が

様々な自立に向けたチャレンジを行う上で基本となるものである。 

     このため、福祉事務所は、受給者に対し、健康増進法に基づく市町村の健康診査の

受診などを促す等により、自らの健康保持への動機付けを行うなど、生活保護受給者

自らが健康の保持・増進に努めて頂くための支援を行う必要がある。 

   そのため、具体的には、福祉事務所において、健康診査結果に基づく保健指導や、

受給者からの健康や受診に関する相談等があった際に助言指導等必要な対応を行う専

門の職員を配置できるようにするなど、福祉事務所の体制強化を行うこととしている。 

   また、福祉事務所が、生活保護受給者の健康状況を踏まえた効果的な助言指導を可

能とするため、目的外には使用しないといった点には十分配慮しつつ、法第２９条の

調査権限を強化することにより、これまで個人情報保護の観点から入手が難しかった、

健康診査の結果等を入手可能にすることを検討することとしている。 

   このことを通じて、生活保護受給者の疾病の予防及び早期発見や重症化予防、状況

に応じた医療機関との連携及び福祉事務所自体の医療扶助に係る相談・助言に関する

体制の強化が図られていくものと考えている。 
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（２）家計管理を支援する取組 

生活保護受給者が限られた保護費をやりくりして適切な生活を送るためには、自ら

家計管理ができるようになることも必要である。このため、まずは受給者本人におい

て保護費の適切な管理を行うことを明確にした上で、福祉事務所が必要と判断した者

については、受給者の状況に応じてレシート又は領収書の保存や家計簿の作成など支

出内容を事後でも把握できるようにする予定である。 

 

（３）居住支援に関する取組 

生活保護の住宅扶助については、その適正使用の観点からの指摘があることから、

住宅扶助費の目的外使用を防止することが必要な家賃滞納者等については、代理納付

を推進するとともに、生活保護受給者の居住の確保の観点から、住宅扶助の代理納付

の仕組みを活用して、家賃滞納のリスク解消という家主に対するメリット付けを行う

ことで、既存の民間住宅ストックへの受給者の受入れを促進していく予定である。 

併せて、生活保護受給者が地域に円滑に定着できるのかといった大家の不安や、代

理納付した場合、受給者と家主の間で解決すべき日常生活上の課題についてまで自治

体での対応を求められる状況もあることから、地域で見守り活動を行う民間団体に一

定の日常生活支援・相談も併せて行ってもらいながら、生活保護受給者の居住支援を

進めていく予定としている。 

 

４ 不正・不適正受給対策の強化等について 

生活保護の不正受給については、把握されているケースを金額ベースで見ると全体の 

保護費の０．４％（平成２２年度）という水準ではあるが、一部であっても不正受給が 

あり、そのことへの対応を放置することは、生活保護制度全体への国民の信頼を損なう 

ことにも繋がりかねないため、厳正に対処することが必要である。 

このため、真に支援が必要な人には確実に保護が行われるということに十分に留意し 

つつ、不正・不適正受給対策の強化等を検討していくことが必要である。 

 

（１）地方自治体の調査権限の強化 

   生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第４条第１項におい

て、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
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その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるとされている。 

   このため、法においては、地方自治体が保護の決定又は実施のために生活に困窮す

る者の資産や能力などを確認するための調査権限を定めているところであるが、不正

受給防止のためには、地方自治体の調査権限を拡大すべきとの指摘もあることから、

地方自治体の調査権限の強化に向け、下記の取り組みを検討することとしている。 

 

ア 法第２９条の調査権限の内容については、現在、要保護者又は扶養義務者の「資

産及び収入の状況」に限定されているが、受給者に対する自立に向けた更なる就労

指導、受給者の生活実態の把握や保護費支給の適正化を確保するため、就労の状況

や保護費の支出の状況等を追加する。 

 

イ 法第２９条の調査対象者についても、例えば、現在は保護を受給していないもの

の、過去の保護受給期間中に不正に保護を受給していたことが、後日、明らかにな

った者について、保護受給中の状況を確認することが必要となった場合であっても、

法第２９条にはその権限が明確にはされていない。 

このため、調査対象者について、現行の「要保護者及びその扶養義務者」に加え

て、「過去に保護を受給していた者及びその扶養義務者」も対象とすることを追加・

明確化する。 

なお、この場合において、保護の受給歴があることによって、以後、いつまでも

調査対象とすることは、保護の申請が抑制されるおそれもあるとの意見もあるので、

保護廃止後、一定期間に限定することなどを検討する予定であるのであらかじめご

了知願いたい。 

 

ウ 法第２９条に基づく調査を行った場合に、回答が得られないことにより、保護の

決定又は実施に支障があるとの指摘もあることから、官公署については、調査に対

する回答義務の創設を検討する。 

 

  エ 受給者の生活実態の把握や不正受給が疑われる場合の事実確認等において、受給

者から説明を求めることがあるが、現状では明確な根拠規定がないことから、福祉

事務所は、個々のケースの状況に十分配慮した上で、必要に応じて、受給者や扶養
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義務者、過去に保護を受給していた者等に対し、保護の決定及び実施等に必要な説

明を求めることができる旨の権限を設けるとともに、説明を求められた場合には、

その者は、必要な説明を行うこととする。 

 

（２）不正受給に係る徴収金と保護費との調整 

   不実の申請その他不正な手段により保護を受けた者等があるときは、保護費を支弁

した都道府県又は市町村の長は、法第７８条の規定に基づき、その費用を、その者か

ら徴収することができるとされている。 

   都道府県又は市町村の長が、費用の徴収を行うにあたり、徴収の対象者が受給者で

ある場合には、法第５８条の規定に基づき、保護費の差押が禁止となっていることか

ら、保護費の全額を支給したうえで、徴収すべき金額を分割して調定するなどにより、

保護費から返還を求めることとなる。 

   しかし、都道府県又は市町村の長が、費用徴収を行う時点で、すでに不正受給によ

り得た金銭を費消しているケースが多く、費用徴収の実効性が低いとの指摘を受けて

いるところである。 

このため、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が、受給者に対して、徴収債

権を有している場合には、その徴収金について、本人からの申し出を受け、保護の実

施機関が最低限度の生活の維持に支障がないと認めた場合に、福祉事務所が保護費と

の調整をすることができないか検討することとしている。 

 

（３）第三者求償権の創設について 

   保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、

その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるとされている

ため、交通事故等を原因として、受給者が医療機関を受診する場合、本来であれば、

損害保険会社等により医療費の支払いがなされるべきである。 

 しかし、受給者にとっては、その治療に要する費用が損害保険会社等から支払いが

なされるのか、医療扶助によって支給がなされるかは、実質的に差異がないため、損

害保険会社等に請求を行わず、結果として医療扶助が適用されるケースがある。 

 また、福祉事務所は、医療扶助が適用された後に、受給者に対して保険金等が支払

われた場合には、法第６３条に基づく費用返還請求を行う必要があるが、示談までに
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時間を要することや、一時金（仮払金、内払金等）の支払いがあるなど、保険金等の

振込時期や金額の把握が困難であることなどから、受給者が保険金等の受領を未申告

のまま、費消してしまうといったケースもある。 

このため、都道府県知事又は市町村の長は、保護を行うべき事由が第三者の行為に

よって生じた場合において、保護費を支弁したときは、その保護費の限度において、

受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するなど第三者求償権の創設

を検討することとしている。 

 

（４）徴収金に対する税の滞納処分の例による処分について 

   不実の申請その他不正な手段により保護を受けた者等があるときは、保護費を支弁

した都道府県又は市町村の長は、法第７８条の規定に基づき、その費用を、その者か

ら徴収することができるとされている。 

   しかし、当該者自らが徴収金の返還を行わなかった場合においても、地方公共団体

の歳入は、法律で特に定めのない限り、強制徴収の方法を講ずることができないため、

都道府県知事又は市町村の長は、一般債権と同様の保全手続に従って徴収を行うこと

となり、事務負担が大きいとの指摘もある。 

 このため、都道府県又は市町村の長は、不正受給に係る徴収金についても、地方税

の滞納処分の例により処分を行うことが可能とするよう検討することとしている。 

 

（５）稼働能力があるにもかかわらず明らかに就労意思のない者への対応 

生活保護では、要保護者に稼働能力がある場合には、その稼働能力を最低限度の生

活の維持にために活用することが必要である。 

   このため、稼働能力があるにもかかわらず、その能力に応じた就労活動を行ってい

ないことを理由として、法第６２条第４項等に規定する所定の手続を経て、保護を廃

止された受給者が、その後、同様の状況の下で就労活動に取り組むことを確認した上

で再度保護を受給するに至った後、やはり稼働能力に応じた就労活動を行わないため

保護を再び廃止された場合には、その後再々度の保護申請があった場合の審査につい

て、急迫の状況ではないことなど一定の条件のもとに、要件をより厳密に確認するこ

ととしている。 

なお、就労の意思がないと判断する際、ケースワーカーの恣意的判断を懸念する意
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見もあるため、運用にあたっては、保護の要件や、真に支援が必要な者には確実に保

護を行うという制度の基本的考え方が変わるものではないことに留意することとして

いる。 

 

（６）不正受給の罰則の引き上げ及び徴収金の加算 

 不正受給は、制度に対する国民の信頼を揺るがす深刻な問題であり、厳正な対応が

必要である。 

 生活保護制度における不正受給は、平成２２年度で約２万５千件、金額にして約１

２９億円であり、近年増加傾向にある。 

 増加要因としては、近年、受給者が増加している中で、地方自治体における不正受

給対策に向けた取組の強化・徹底が図られたことが考えられる。 

一方、法第８５条において、不実の申請その他不正な手段により保護を受けた者等

に対する罰則として、３年以下の懲役又は３０万円以下の罰金と規定しているが、生

活保護法と同様に憲法第２５条の理念に基づく国民年金法に係る不正受給に対する罰

則については、３年以下の懲役又は１００万円以下の罰金となっているなど、他法令

の罰則を踏まえると、罰則による抑止力が十分ではないとの指摘がある。 

 また、不正受給が発覚した場合であっても、その不正に得た保護費に相当する額を

返還するに過ぎず、法第８５条等に定める罰則に関する告訴・告発等の措置をとらな

い限り、不正受給に対するペナルティが実質的に存在しないとの指摘もある。 

 このため、不正受給に対する罰則の引上げとともに、都道府県又は市町村の長は、

不正受給に係る徴収金額に加え、一定割合の金額を上乗せして、徴収を求めることが

できることとすることを検討することとしている。 

 

（７）扶養義務の適切な履行の確保 

生活保護制度では、扶養義務者からの扶養は、受給する要件（前提）とはされてい

ない。この考え方は、扶養義務者が扶養しないことを理由に、生活保護の支給を行わ

ないとした場合には、本人以外の事情によって、本人の生活が立ちゆかなくなること

も十分に考えられることによるものである。 

一方で、本人と扶養義務者の関係において考慮が必要な特段の事情がない場合であ

って、扶養が明らかに可能と思われるにもかかわらず、扶養を拒否しているといった
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ケースは、国民の生活保護制度に対する信頼を損なうことになりかねず、適当ではな

いと考えている。 

このため、本当に保護が必要な人が受けることができなくならないように、また、

家族関係の悪化につながらないように特段に留意しつつ、福祉事務所が必要と認めた

場合には、扶養が困難と回答した扶養義務者に対して、扶養が困難な理由を説明する

ことを求めることを検討することとしている。 

なお、その際、扶養義務の調査については慎重に対応することが必要であること、

扶養が困難な理由の説明を求めることが、保護の漏給につながることのないよう留意

することとしている。 

 また、福祉事務所と扶養義務者の間で扶養の範囲について協議が調わなかった場合、

家庭裁判所に対する調停等の申立手続の積極的活用を図るため、扶養請求調停手続の

流れ等を示したマニュアルや具体的な扶養請求調停手続のモデルケースを示すことと

しているので御了知願いたい。 

 

５ 医療扶助の適正化について 

（１）医療扶助適正化に向けた取組について 

 ア 平成 23 年度の生活保護費負担金の事業費ベースの実績では、医療扶助費が約 1

兆 6,400 億円、保護費全体の約半分（46.9％）を占めている。このため、生活保護

制度に対する国民の理解と信頼を確保するためにも、医療扶助の適正化に向けた取

組を推進していく必要がある。 

 イ 生活保護等版レセプト管理システムを活用した取組の推進 

平成２３年度より全国で運用されている生活保護等版レセプト管理システム（以

下、「電子レセプトシステム」という。）は、受給者や医療機関別にレセプトを抽出

して点検を行うなど効率的・効果的なレセプト点検が可能であるため、各地方自治

体において創意工夫し活用することにより、医療扶助の適正化に向けた取組に与す

るものである。 

平成２４年１０月には、電子レセプトシステムの機能改修を行い、頻回受診や薬

の過剰な多剤投与を受けている者など適正化の対象となり得る者を容易に抽出で

きるよう機能強化を行っている。これにより、不適切な受診行動が疑われる事例を

把握する作業の効率化が図られ、受給者に対する指導等へ重点を置くことができる
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ため、受給者の適正受診に向けた取組を効果的に実施できるものと考えている。 

また、本年３月に電子レセプトシステムの機能改修を行い、請求に特徴が見られ

る医療機関を容易に抽出できるよう機能強化を行うこととしており、これにより、

不適切な請求等が疑われる医療機関を絞り込み、重点的に点検・指導等を実施して

いくことが可能になるものと考えている。 

電子レセプトシステムは、これを積極的に活用することによって、様々な医療扶

助の適正化に向けた効率的かつ効果的な取組に繋がるものであるため、国において

も、マニュアルの改訂等を通じて活用を支援していくので、地方自治体におかれて

も、積極的に電子レセプトシステムを活用し、医療扶助の適正化に向けた実効性の

ある取組を実施されたい。 

 

（２）後発医薬品の更なる使用促進 

   後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及は、患者の負担軽減及び医療財政の改

善に資することから、厚生労働省では、平成 24 年度までに後発医薬品の数量シェ

アを 30％以上とすることを目標に、「後発医薬品の安心使用促進アクションプログ

ラム」（平成 19 年 10 月）を策定し、総合的な取組を行っている。 

また、平成 24 年 4 月の診療報酬改定においては、引き続き後発医薬品の使用促

進のための環境整備を進めており、さらに、平成 24 年度中に後発医薬品の使用促

進に係る新たなロードマップを作成するなど、更なる後発医薬品の使用促進を図る

こととしている。 

都道府県の取組としては、「後発医薬品の安心使用促進のための協議会」（都道府

県協議会）を設置し、地域の実情に応じた後発医薬品の使用促進のための検討を行

うとともに、各種の取組を実施されているところである。 

このように、国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでいる中、生活保護にお

ける後発医薬品の使用は、医療全体の後発医薬品の金額シェア 8.4％（平成 23 年 5

月調剤分）に対し、生活保護分は 7.5％（平成 23 年 6月支払基金審査分）にとどま

っている。 

こうした状況を鑑み、今般、医師が後発医薬品の使用を認めている場合は、後発

医薬品を原則として使用するものとし、これにより生活保護においても後発医薬品

の使用を促進していくこととしている。 
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【後発医薬品の使用を原則とすることの考え方】 

○ 医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した(一般名処方を含む)場合は、

後発医薬品を原則として使用する。 

※ 受給者が、先発医薬品を希望する場合は、一旦は先発医薬品の使用を認める

が、「先発医薬品の方が高額だから」といった理由により先発医薬品を使用す

る場合には、前述３にある健康管理指導の対象とし、適正な服薬等が行われる

ように支援する。ただし、強制的措置は行わない。 

○ 医師が後発医薬品の使用を認めている場合に、医療機関が生活保護受給者に対

し後発医薬品の使用を促すことについて法制化することを検討する。 

 

（３）セカンドオピニオン（検診命令）の活用 

   福祉事務所の嘱託医等が、生活保護受給者の健康状態や医療の継続性等について

確認する際に、他の医療機関による検診結果が必要な場合には、他の医療機関等の

検診を受けるよう受給者に指示することを徹底することとする。 

また、長期にわたり医療扶助を受給している場合には、当該受給者の疾病の状況、

稼働能力等を確認するため、原則として定期的に他の医療機関等の検診を受けるこ

とを検討することとしている。 

 

（４）医療機関に対する指導等について 

多くの医療機関では適正な医療が行われている一方、一部で不正事案があるが、

生活保護制度に対する信頼を確保するためには、こうした一部の不適切な医療機関

については厳正に対処していく必要がある。 

   このため、下記について今後、検討することとしている。 

  ・ 指定医療機関の指定要件及び指定取消事由については法律上明確な規定がない

ため、健康保険の取扱いを参考に、指定医療機関の指定要件及び指定取消要件を

法律上明確化すること。 

・ 現在は無期限となっている指定医療機関の指定の有効期間についても、６年間

の有効期間を設けている健康保険法の例を参考に、有効期間を導入すること。 

   ※ 自治体の負担軽減の観点から、指定の有効期間を設定した場合に指定更新
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手続きの簡素化を図る。 

  ・ 健康保険法の保険医療機関の取消しを受けても、生活保護法の取消しを受けな

ければ、生活保護の指定医療機関として生活保護受給者への診療が可能となって

いる。このため、例えば、指定医療機関又は保険医療機関のいずれかの指定が取

り消された際に、両制度間で関連性を持たせて対応できるよう工夫をすること。 

  ・ 過去の不正事案に対しても厳正に対応する必要があるため、健康保険の取扱い

を参考に、現在対象となっていない指定医療機関の管理者であった者についても、

報告徴収や検査等の対象とすること。 

・ 不正を行った指定医療機関に対しては厳正に対処する必要があるため、健康保

険の取扱いを参考に、取消処分前に指定医療機関等の指定辞退がなされた場合は、

指定取消があった場合と同様に取扱い、原則５年間は再指定できないこととする

こと。 

また、指定医療機関への指導に当たって、地方自治体のみでは指導に当たる医師

を確保することが困難なために、十分な指導ができるとは言い難い状況にある。こ

のため、下記についても検討することとしている。 

・ 必要に応じて、国（地方厚生局）による指導等も実施できるようにすること。 

・ 地方厚生局に生活保護の指定医療機関に対する指導等を行う専門の職員を配置

すること。 

 また、前述（１）のイのとおり、本年３月に電子レセプトシステムの機能改修を

行い、請求に特徴が見られる医療機関を容易に抽出可能にするため、指定医療機関

への指導等に当たっては、請求等に特徴がある医療機関を抽出し、当該医療機関の

状況を総合的に勘案した上で、指導対象となり得る医療機関を選定し、重点的に指

導等を実施していくこととする。 

 

６ 地方自治体の体制整備について 

生活保護ケースワーカーの人件費については、従前より地方交付税により措置してい

るところであるが、近年の被保護世帯の急増に対応するため、平成２１年度以降、毎年

度増員されているところである。 

   地方交付税の算定基礎となる職員数全体は減員となる中で、受給者が増加している状

況や生活保護制度の見直し等を考慮し、平成２５年度においては、標準団体規模（都道
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府県：人口２０万人、市町村：人口１０万人）で、 

・ ケースワーカーが都道府県で３人、市町村で２人 

・ 査察指導員が都道府県で１人 

・ 嘱託医手当等の増額 

が予定されている。 

  ついては、前述したとおり、各自治体の福祉担当部局においても、生活保受給者の健

康に関する相談・支援に必要な専門職員の配置の検討など、地域の実情にあわせて、福

祉事務所の体制強化に必要な増配置がなされるよう関係部局との調整を図れたい。 

 

【標準団体規模（都道府県：人口 20万人、市町村：人口 10万人）の算定基礎数値】 

○ ケースワーカー                              

    都道府県    ２２人（対前年度＋３人）    

    市       １５人（対前年度＋２人） 

○ 査察指導員 

    都道府県     ３人（対前年度＋１人） 

    市        ２人（対前年度±０人） 

○ 嘱託医手当等 

    都道府県７，０７１千円（対前年度＋３，０９２千円） 

    市   ２，１１７千円（対前年度＋  ９２７千円） 

 

７ 平成２５年度生活保護基準について 

 （１）生活扶助基準の検証結果 

生活扶助基準については、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られて

いるか定期的に見極めるため、全国消費実態調査等を基に５年に１度検証を行うこ

ととされている。 

このため、平成２３年２月に、学識経験者による専門的かつ客観的な検証を行う

場として、社会保障審議会の下に常設部会として生活保護基準部会を設置した。平

成２３年４月以降、１３回にわたり熱心な御議論をいただき、本年１月に検証結果

を踏まえた報告書がとりまとめられた。（詳細は別紙） 

今回の検証では、最新の全国消費実態調査等のデータを用いて、生活扶助基準額
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と一般低所得世帯（年間収入階級第１・十分位。以下同じ。）の消費実態について、

年齢階級間、世帯人員間、級地間の相対関係について指数によって比較を行い、そ

の乖離について検証を行った。 

検証結果のポイントとしては、年齢階級別で見ると現行基準の想定している相対

的な指数と消費実態による指数の間に乖離が認められた。同様に世帯人員別に指数

の状態を見ても、現行基準と消費実態の間に、世帯人員が増えるにつれて乖離が拡

大する傾向が認められた。 

また、級地別についても比較対照したところ、現行基準が想定している地域差よ

り消費実態の地域差の方が小さくなっていることが認められた。 

なお、報告書では、厚生労働省において生活扶助基準の見直しを検討する際には、

報告書の評価・検証の結果を考慮し、その上で他に合理的説明が可能な経済指標な

どを総合的に勘案する場合は、それらの根拠についても明確に示すよう指摘されて

いる。 

 

 （２）生活扶助基準等の見直し 

今回の生活扶助基準等の見直しでは、前述の生活保護基準部会における検証結果

に基づき年齢・世帯人員・地域差といった制度内の「歪み」を調整するとともに、

近年デフレ傾向が続いているにもかかわらず生活扶助基準額が据え置かれてきたこ

とを踏まえ、前回の平成１９年検証の結果を考慮して、平成２０年の基準が定めら

れたことから、それ以降の物価動向を勘案することとした。今回の見直しはこうし

た合理的な考え方に基づく適正化を図るものである。 

各種加算についても同様に物価動向を勘案することとしている（他制度に並んで

同額となるように改定しているものは除く）。また、期末一時扶助についても、物

価動向を勘案するとともに、現行では世帯人数が増えると単純に世帯人数倍してい

た支給額に世帯規模の経済性（スケールメリット）を導入する見直しを行うことと

する。 

なお、激変緩和の観点から適正化の影響を一定程度に抑えるため、現行基準から

の増減幅が±１０％を超えないように調整することとしている。また、被保護者へ

の周知、自治体におけるシステム改修に要する期間に配慮し平成２５年度について

は８月から実施（※）することとする。更に、３年間の経過措置を設け、見直しを
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段階的に行うこととする。 

（※ 今回の生活保護基準の検証結果や物価の動向の勘案による見直しに含まれ

ない事項に関する改定（一時扶助、住宅扶助、出産扶助、生業扶助、新規就労控除

を予定）についても８月からの施行とするが、特別基準の設定が必要な場合には情

報提供されたい。）この他、前述のとおり、生活保護受給中の就労インセンティブ

施策として機能している勤労控除制度について全額控除となる水準や控除率を見直

すこととしている。併せて、実施機関によりその活用の程度にばらつきがある特別

控除については廃止することとする。この点についても平成２５年８月からの施行

とする。 

 

 （３）生活扶助基準の見直しに伴う他制度への影響 

今回の生活扶助基準の見直しに伴う他制度への影響については、それぞれの制度

の趣旨や目的・実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう、政

府全体として対応していくこととしている。 

また、地方単独事業について、生活扶助基準の見直しが対象者や支給額等に影響

する可能性があるものについては、国の取組を説明の上、その趣旨をご理解いただ

いた上で各自治体において判断いただくよう依頼することとしているので、予めご

検討をいただきたい。 

 

 （４）その他 

一時扶助（被服費等）、住宅扶助の住宅維持費、出産扶助（施設分べん）、生業

扶助の技能修得費（高等学校等就学費を除く。）及び新規就労控除については、そ

れぞれの扶助等の性格を踏まえ、費用の実態等を勘案し、所要の改定を実施するこ

ととしている。 

 

８ 生活保護法施行事務監査等について 

（１）平成２５年度における生活保護法施行事務監査の実施について 

  ア 都道府県・指定都市が実施する生活保護法施行事務監査 

生活保護法施行事務の監査については、①前年度監査結果に基づいた管内の保護

の実施機関（以下「実施機関」という。）ごとの問題点の把握・整理、②これらを
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踏まえた的確な監査の実施、③当該実施機関のその後の改善状況の確認及び指導等

一連の事務が、ＰＤＣＡサイクルを意識して効果的に実施される必要がある。 

このためには、本庁の生活保護主管課長のリーダーシップと監査実施体制の確保

が不可欠であるが、一部の本庁において、本庁生活保護主管課長が、生活保護指導

職員であるにもかかわらず監査等に参画せず、一方で、管内実施機関で重大な問題

が発生している状況も見受けられる。 

ついては、尐なくとも問題を有する実施機関、大規模実施機関等に対しては、生

活保護主管課長が班長として実地に監査を行い、改善に向けた指導を行う体制とな

るよう引き続きご留意願いたい。 

なお、厚生労働省においては管内実施機関の数等に応じ、担当課長をはじめ一定

数の職員について、生活保護指導職員として人件費を補助しているところであるの

で念のため申し添える。 

 

  イ 国が実施する生活保護法施行事務監査 

    平成２５年度については、従来どおりすべての都道府県・指定都市（以下「都道

府県等」という。）に対して監査を実施することとしているので、了知願いたい。 

    また、実施機関の選定については、４月に実施する各都道府県等からのヒアリン

グの結果に基づき決定することとしているが、事件・事故の発生した実施機関や本

庁監査において問題点の多い実施機関への監査を実施するとともに、重大な事件・

事故の発生を踏まえ、必要に応じ特別監査等を実施することとしている。 

     

  ウ 生活保護法施行事務監査に係る生活保護指導職員会議 

       近年、保護の相談・申請及び廃止における不適正な取扱い、職員による保護費の

詐取などの不正事案、暴力団関係者による不正受給事例など、広範囲にわたり種々

の問題が生じており、本庁における管内実施機関に対する監査の充実が求められて

いる。このため、来年度においても今年度同様、各都道府県等の生活保護指導職員

を対象に、下記のとおり会議を開催することとしている。詳細については、決定次

第連絡することとしているので、監査班長など関係職員の派遣について配慮願いた

い。 
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   ○ 生活保護法施行事務監査に係る生活保護指導職員会議 

     対象者：各都道府県等の生活保護指導職員 

     開催時期：平成２５年５月下旪 

     開催期間：３日 

     開催場所：東京都内（予定） 

     内  容：監査のＰＤＣＡサイクルや監査手法等 

 

（２）生活保護査察指導員等に対する研修について 

  ア 生活保護新任査察指導員・新任指導職員基礎研修会 

    生活保護制度は現業事務を基本に成り立っており、現業事務を適正に実施するた

めに査察指導機能は極めて重要である。 

    また、都道府県等本庁において監査業務に従事する生活保護指導職員等は、生活

保護事務に係る法制度を十分に理解していることはもとより、実施機関の現場にお

ける査察指導のあり方等も理解の上実際の指導等に当たる必要がある。 

    こうしたことに鑑み、監査時における個別指導に加え集団指導として、現業事務

経験のない生活保護査察指導員及び生活保護事務経験のない都道府県等本庁指導職

員等を対象に、下記のとおり研修を実施することとしている。詳細については、決

定次第連絡することとしているので、関係職員の参加について管内実施機関を含め

て配慮願いたい。 

 

   ○ 生活保護新任査察指導員・新任指導職員基礎研修会 

     対象者：現業事務経験のない生活保護査察指導員及び生活保護事務経験のない

都道府県等本庁指導職員等 

     開催時期：平成２５年５月中旪 

     開催期間：３日 

     開催場所：東京都内（予定） 

     内  容：生活保護事務の基本に係る講義及び分科会による「査察指導」及び       

「指導監査」それぞれの基本的知識等の習得 
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  イ 全国生活保護査察指導員研修会（仮） 

    査察指導員として一定の経験を有する生活保護査察指導員等を対象に、下記のと

おり研修を実施することとしている。 

    なお、平成２２年度以前に例年開催していた「全国生活保護査察指導に関する研

究協議会」については、東日本大震災の影響等により平成２３年度及び平成２４年

度の開催を見送ったところであるが、平成２５年度の実施に当たり、より現場の実

態や課題に即した研修にするべく、名称を変更するとともに、実施方針及びその内

容等について現在検討を重ねている。詳細については、決定次第連絡することとし

ているので、関係職員の派遣について管内実施機関に対して配慮願いたい。 

 

   ○ 全国生活保護査察指導員研修会（仮） 

     対象者：一定の経験を有する生活保護査察指導員等 

     開催時期：平成２５年８月下旪 

     開催期間：３日（予定） 

     開催場所：東京都内（予定） 

     内  容：求められる査察指導業務に係る講義及び意見交換等（予定） 
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第２ 新たな生活困窮者支援体系の構築について

（生活困窮者自立支援室）

【Ｐ２９（参考資料１）参照】（１）新たな生活困窮者支援体系について

現状、生活保護受給者は約２１５万人を超え、とりわけ稼働年齢層が増加して

いる状況にある。また、非正規雇用労働者や年収２００万円以下の世帯も増加し

ており、生活困窮に至るリスクの高い層が増加している。さらに、生活保護受給

世帯のうち、約２５％の世帯主が出身世帯も生活保護を受給しているという調査

結果にも見られるように、いわゆる「貧困の連鎖」も生じている。

こうした中で、厚生労働省においては、生活困窮者の自立を促進する観点から、

住宅手当緊急特別措置事業や総合支援資金の貸付け、地方自治体とハローワーク

が一体となった就労支援等の措置を講じてきたところである。

また、一部の地方自治体では、こうした取り組みに加え、先進的に生活困窮者

の自立支援に取り組み、効果をあげているところもある。

しかしながら、現状では、いわゆるこうした「第２のセーフティネット」が十

分に整備されているとは言い難く、先進的な取り組みの実施が一部の地域にとど

まっているほか、人材やノウハウ、財源が十分でないなどの課題がある。

このため、生活保護制度の見直しにとどまらず、生活困窮者支援の充実・強化

に総合的に取り組み、特に、就労可能な者に対して、生活保護受給に至る前の段

階から早期に就労・相談支援等を行うことにより、生活困窮状態からの脱却を可

能にする新たな生活困窮者支援制度を構築し、全国的な体制整備を進めていく必

要がある。

※ こうした見直しの方向性については、昨年８月に成立した「社会保障制度改革推進

法」（平成24年法律第64号）附則第２条にも盛り込まれている。

「社会保障制度改革推進法」（平成24年法律第64号）抜粋

（生活保護制度の見直し）

附則第二条 政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを行う

ものとする。

一 不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給

付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見

直しを早急に行うこと。
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二 生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けてい

る世帯に属する子どもが成人になった後に再び保護を受けることを余儀なくされる

ことを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難でない者に関し、就

労が困難な者とは別途の支援策の構築、正当な理由なく就労しない場合に厳格に対

処する措置等を検討すること。

これらを踏まえ、厚生労働省においては、昨年の４月に、生活困窮者対策及

び生活保護制度の見直しを一体的に検討するため、社会保障審議会に「生活困

窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」を設置し、１２回にわたり議論を

進めてきたところである。特別部会は、本年１月25日に報告書の取りまとめを

行い、新たな生活困窮者支援制度についても様々な提言を行っている。

※ 特別部会報告書における新たな生活困窮者支援制度の概要

【基本的な考え方】

○ 生活保護に至る前の段階で早期に支援を行うとともに、必要に応じて生活保護受

給者も活用できるようにすることにより、困窮状態からの脱却を図る。

○ 地方自治体が実施主体となり、民間団体と協働して取り組む。

【具体的な仕組み】

（１）生活困窮者の自立までを包括的・継続的に支える新たな相談支援体制の構築

（２）就労に向けた生活訓練・社会訓練・技術習得訓練を有期で行う事業（「就労準備

支援事業」）の実施

（３）一般就労が直ちに難しい者に支援付きで軽易な作業等の機会を提供する「中間的

就労の場」の育成支援

（４）ハローワークと自治体が一体となった就労支援体制の全国的な整備

（５）家計収支等に関するきめ細かな相談支援の強化

（６）離職により住居を喪失した生活困窮者に対する家賃補助のための給付金（有期）

の制度化

（７）子ども・若者の貧困の防止

① 地域若者サポートステーションの充実強化

② 生活困窮家庭の子どもに対する学習支援等を行う事業の実施

本報告書においては、「報告書の内容を踏まえ、新たな生活困窮者対策及び

生活保護制度の見直しについて必要な法整備等の検討を行うべき」こととされ

ている。厚生労働省としても、速やかに新制度を実施できるよう、関連する法

案の提出を含め、政府部内・与党との調整を進めていきたい。

なお、本報告書では、生活困窮者支援の体系化等に当たっては、国と地方が
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それぞれの役割を踏まえ、しっかりとした対応が図られるべきとされている。

これは、これまでにない施策分野を新たに創造し、全国的な制度として構築を

図るものであることから、厚生労働省としても、制度の円滑な施行に向けて、

地方自治体関係者のご意見を丁寧に伺いながら、具体的な検討を進めていきた

いと考えているので、引き続きご協力をお願いしたい。

【Ｐ３４（参考資料２）参照】（２）生活困窮者自立促進支援モデル事業について

平成２５年度予算（案）においては、新たな生活困窮者支援制度の構築に向け、

「生活困窮者自立促進支援モデル事業」の実施に必要な経費について、セーフテ

ィネット支援対策等事業費補助金の中に約３０億円を盛り込んでいる。

新たな生活困窮者支援制度については、早ければ平成２７年度からの本格的実

施を目指していることから、本モデル事業については、これら新制度による支援

を試行的に展開し、地域における支援体制を計画的に整備するとともに、そこか

ら得られる課題等を抽出し、平成２７年度の本格施行に向けた制度設計に反映さ

せていくために実施するものである。各地方自治体におかれては、こうした趣旨

をご理解いただいた上で、積極的な取り組みをお願いしたい。

なお、本モデル事業の概要は、参考資料２のとおりであり、詳細は追ってお知

らせするが、予算成立後速やかに執行することとしているので、実施を希望する

地方自治体におかれては、必要な準備をお願いしたい。

※ 生活困窮者自立促進支援モデル事業のポイント

【事業内容】

（１）生活困窮者の自立に関する相談支援事業

生活困窮者からの相談を受け、アセスメントを通じて支援計画の策定を行い、自

立に向け、住宅手当などの既存事業との連携も含めた包括的な支援を実施するとと

もに、社会福祉協議会やハローワークなど関係機関とのネットワークづくりを推

進。

（２）就労促進のための支援事業

① 一般就労に向け、生活習慣の確立、社会参加能力の形成等の基礎能力の形成等

を支援を実施（就労準備支援事業）

② 一般就労に就くことが困難な者に対して、支援付きの就労である「中間的就

労」の場を育成支援（中間的就労の推進）

（３）家計相談支援事業

生活困窮者の家計の再建のため、家計収支等に関するきめ細やかな相談支援を実
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施。

（４）その他、地域の実情に応じた生活困窮者の自立の促進に資する事業

例）生活困窮家庭の子どもに対する学習支援等

【実施主体】

原則として指定都市、中核市、市区町村（町村については福祉事務所設置町村）。

なお、都道府県については、管内町村部及び福祉事務所設置市区町村と連携して支

援体制の構築に取り組む場合に限る。（事業の全部又は一部委託可）

【補助額】

事業実施対象地域単位の人口規模に応じた上限額を設定。

・ 人口30万人を超える場合 6,000万円以内の必要額

・ 人口30万人以下の場合 4,000万円以内の必要額

注１：補助額は予定であり、変更があり得る。

注２：モデル事業の実施期間が12月未満の場合、上限額は変動する。

【Ｐ３５（参考資料３）参照】（３）住宅手当緊急特別措置事業について

（※平成25年度より名称を変更し「住宅支援給付事業」となる予定）

「住宅手当緊急特別措置事業」については、離職により住宅を喪失した者等に

対して、家賃相当額の住宅手当を支給することにより、再就職に向けて安定した

住居を確保するとともに、各地方自治体に配置されている住宅確保・就労支援員

により就職活動を支援する事業であるが、平成２１年１０月の事業開始後の実績

は以下のとおりとなっている。

【住宅手当実績】 平成24年11月末現在

実績 支給決定件数 常用就職者数※ 常用就職者率

（新規決定分）

平成21年度 19,741 1,546 7.8%

平成22年度 37,151 15,525 41.8%

平成23年度 24,161 13,176 54.5%

平成24年度 13,815 7,937 57.5%

計 94,868 38,184

※注1 住宅手当緊急特別措置事業は、平成21年10月より実施。

※注2 東日本大震災の被災等により、平成23年3月～5月の間、一部市については、含まれていない。

※常用就職者数：雇用契約において、期間の定めがない又は６か月以上の雇用期間が定められているもの。

本事業は、毎年度着実に就職率を伸ばしており、生活保護に至らないためのセ
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ーフティネットとして一定の効果をあげていると考えられる。

このため、平成２４年度経済対策第２弾において、「緊急雇用創出事業臨時特

例基金（住まい対策拡充等支援事業分）」を積み増しし、本事業の実施期限を１

年延長するとともに、就労支援機能を強化する観点から、平成２５年度より、対

象者要件や就職活要件等を見直すこととしているので、ご了知願いたい。

今後とも、本事業の効果的な実施に向け、ハローワークや社会福祉協議会との

一層の連携を図るとともに、本事業のより一層の利用促進に取り組んでいただく

ようお願いしたい。

〔住宅手当制度の見直し概要〕（参考資料３参照）

現行住宅手当制度 改正後

名称 住宅手当緊急特別措置事業 住宅支援給付事業

支給対象者

離職時期 平成19年10月1日以降に離職したこと 申請時点で離職後2年以内の者

年齢制限 なし 申請時点で65歳未満の者

就職活動要件
公共職業安定所での職
業相談

月1回以上 月2回以上

住宅確保・就労支援員
による面接等

月2回以上 月4回以上

支給期間
原則、6か月間が上限
一定の条件を満たす場合は、3か月間延長可能
（＝9か月間）

原則、3か月間が上限
一定の条件を満たす場合は、3ヶ月毎に最長6か月
間延長可能（＝9か月間）

受給中の支援　※

なし

利用者自身の就職活動で就職が可能と判断される
場合を除き原則として、住宅確保・就労支援員等によ
る支援に加え、次のいずれかの支援を受けるものと
する
①日常・社会生活支援
②生活保護受給者等就労自立促進事業(仮称）

※就労自立のための支援は、平成２５年７月から実施を予定。内容については、現時点案です。

就労自立のための支援
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［ 参考資料（第２関係）］

１ 社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書の概要

29

社会保障書掛金生還困窮著の生活支綾の在 tJ方にBEIする特別部会

報告書 (平成 25年 1月25E3)の概要

111総論I
(1)現状と課塩

0 1990年代の半ばから､安定した雇用が減少し世帯構造も変化するなかで､

現役世代を含めて生活園窮者が増大｡生活囲掛 ま､いわゆる貧困の連垂削こより

子ども連の未来に影響を与え､あるいは､自立-の意欲を損ない､地域社会の

基盤を脆弱にする｡

○ こうした中で､生活保護制度の自立助長機能を高めることと併せて､生活困

窮者に対 し､生活保護受給に至る前の段階から安定した就労を支援することが

緊要の課題｡

○ 新 しい生活支援体系は､生活保護制度の改革と生活困窮者支援制度の導入の

一体的実施によって実現されるJ<き.

(2)新しい生活支援体系 :4つの基本的視点

接は､一人一人の尊厳と主体性を重んじたものでなければならない｡

つながりの再構築 :孤立している人々が多様なっながりを再生 ･創造できる

ことを目指し､そのつながりを人々の主体的な参加の基盤とする｡子ども ･若者の未来 次世代が可能なかぎり公平な条件で人生のスター トを

切ることができるように､その条件形成を目指す｡

信頼による支え合い ･制度に対する国民の信頼を強めるため､生活保護制度

の情報を広く提供 しつつ､信頼を損なう制度運用の実態は是正｡

(3)新しい生活支援の具休的なかたち

包括的 ･個別的な支援 :地域における多様なサービスをできる限り一括して

経供する｡生活困窮者それぞれの事情に応 じた個別的な支援を提供する｡
早期的 ･継続的な支援 :訪問型も含めた早期対応が図られることが大切｡個々

臥がスどサたじ応に階段の人 されるような継続的な支援を行う必要｡
分権的 ･創造的な支援 :民間の柔軟で多様な組織が活かされ､国や自治休が

地域ごとの多様な条件に応 じて創造的な取組を可能にする｡1
これを支える｡



30

虹 新たな生活困窮春夏岳制度の構築について t

(1)基本的な考え方

○ 新たな生活困窮者支援制度は､生活困窮者に対し､生活保誰に至る前の段階

で早期に支援を行うとともに､必要に応じて生活保護受給者も活用できるよう

にすることにより､困窮状態からの早期脱却を図るものである｡

○ こうした制度の構築に当たっては､国と地方自治体､行政と民間とが､それ

ぞれの役割の下､協働して取り組む必要がある｡

(2)新たな相扱支援の在L)方について

○ 複合的な敦題を抱える生活困窮者に対して適切な支援を実施するため 新た

な相談支援体制を構築すべき｡新たな相談支援では､地域のネットワークや訪

問支援を通じた生活困窮者の把握､生活困窮者の抱える課題の適切な把握とそ

れに基づく支援計画の策定や必要なサービス-のつなぎ､それぞれの支援の効

果を評価 ･確認しながら生活困窮者本人の自立までを包括的 ･継続的に支える

支援を行っていくことが必要｡

○ 実施主体は福祉事務所設濫自治体を中心に考え､社会福祉法人､NPO等-

の委託も可能とすることが適当｡

○ 新たな相談支援体制を確立するに当たっては､人材育成の制度化が必要であ

り､国において標準的な研修カリキュラムを示すことなどが必要｡

(3)就労準傭のための支援の在り方について

○ 既存の職業紹介や求職者支援制度等の就労支援の対象となりにくく､直ちに

は一般就労が難しい穆働年齢世代の生活困窮者に対し､①生活習慣の形成や回

復のための訓練､②就労の前段階として必要な社会的能力を身につけるための

訓練､③就労経験の場を提供し､就職活動に向けた技法や知織の取得等の支揺

皇往う

事業)の実施が必要｡

○ 実施主体は福祉事務所設置自治体を中心に考え､社会福祉法人､NPO等-

の委託も可能とすることが適当｡

○ 新たな相談支援事業で作成する支援計画に基/)き実施することが必要｡

(4)中間的就労の在り方について

○ 直ちに一般就労を求めることが社しい生活困窮者について､一定程度の生活

習慣が確立していることを前提に､支援付きの訓練の場として､軽易な作業等

の機会を擾供する中間的就労の場を設けることが必要.

2
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○ 新たな相談支援草葉で作成する支援計画に基づき実施することが必要｡

○ 中間的就労は､社会福祉法人やNPO､民間企業等の自主事業として考える

べき｡その推進のために､事業立上げに係るノウハウの漁供､立上げ支援､優

先購買の仕組み､税制優遇等の社会全体の力を借りた支援が必乳

○ 事業の適正性を確保するため､公的な静定の仕組みが必乳

(5)ハローワークと一体となった就労支援の抜本強化

○ 地方自治体とのワンストップ森口を引き続き整備するとともに､地方自治体

との連携体制の在り方をさらに強化するなど､地方自治体とハローワークが一

体となった就労支援体制を全国的に整備の上､生活保護受給者をはじめ､就労

可能な生活困窮者を広く対象として､早期のアプローチを徹底することが必要｡

(6)家計再建に向けた支援の強化について

○ 生活困窮者の家計の再建のため､家計収支全体の改善等を図る観点から､墓

計収支等に関するきめ細かな相談支援 (家計相談支援)を強化し､必要に応じ

て貸付につなげていく仕組みを検討すべき｡

○ 家計相談支援は､福祉事務所設置自治体を中心に自治体が行う事業として考

え､社会福祉法人､NPO等への委託も可能とすることが適当｡

○ 国において支援の担い手を卓成するための標準的なカリキュラムを示す必要｡

(7)居住の確保について

○ 現在実施されている住宅手当制度を参考に､離職により住居を喪失した生活

困窮者であって､就労による自立が可能な者に対して､賃貸住宅の家賃補助に

より居住の確保を支援する給付金の制度化を検討する必要｡

○ 給付金の提供主体は､福祉事務所設置自治体を中心に考えることが適当｡

○ 新たな相談支援事業で作成する支援計画に基づいて支給することが必要｡

○ 住居がない生活困窮者に対して､緊急的 ･一時的に宿泊場所や食事の提供等

を行う事業を検討することが必要｡

(8)子ども ･若者の貧詞の防止について

○ 艶越を抱える子ども･若者に対し早期発見 ･早期対応を行うため､地域若者

サポートステーションの体制強化を図りつつ､これらの子ども･若者に対する

相談支援 ･就労支援に重点的に取り組む必要｡

○ 貧困の連鎖を防止するため､義務教育段階から生活困窮家庭の子ども,-の学

習支援等を行う事業の実施が必要｡地方自治体が地域の実情に応じて実施でき

ることとし､社会福祉法人やNPO等に委託可能とすることが適当｡

3
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3.生活保譲制度の見直しについて

(1)基本的な考え方

○ 現在の生活保護受給者の自立を助長する仕組みが必ずしも十分とは言い難い

状況にある｡

○ このため､新たな生活困窮者支援体系の構築に併せ､これと一体的に生活保

護制度の見直しも行い､両制度が相保って､それぞれの生活困窮者の状態や段

階に応じた自立を促進することが必要である｡

(2)切れ目のない就労 ･自立支援とインセンティブの強化について

○ 受給者の自発的な能力活用等の取組を促す観点から､自ら積極卿 こ就労活動

に取り組んでいる者に対して､一定の手当を支給することが必要｡

○ 一定期間経過後も就職の目途が立たない象合等には､職種 ･就労場所を広げ

て就職活動を行うことや低額であっても一旦就労することを明確にすべき｡

○ 勤労控除制度について､全額控除となる水準や控除率を見直す必要があると

ともに､あくまでこれに併せながら､特別控除については､活用の程度にばら

つきがあることから廃止も含めた見直しを検討することが必要｡

○ 保護受給中の就労収入のうち､収入認定された金額の範囲内で別途一定額を

仮想的に積み立て､安定就労の機会を得たことにより保護廃止に至った時に支

給する制度 (就労収入積立制度)の創設を検討することが必要｡

(3)健康 ･生活面等に着目した支援について

○ 福祉事務所において､健康診査結果に基づく保健指導や､受給者からの健康

に関する相談等があった際に助言指導等を行う専門の職員の配置を検討するこ

とが必要o

O 福祉事務所が必要と判断した者については､レシー ト又は領収書の保存や家

計簿の作成など支出内容を事後でも把握できるようにすることが必要｡

○ 住宅扶助費の目的外使用を防止することが必要な家賃滞納者等については､

代理納付を推進するとともに､民間団体に日常生活支援 .相談も併せて行って

もらいながら､生活保護受給者の居住支援を進めることが必要｡

(4)不正 ･不適正受給対策の強化等について

O ｢資産及び収入の状況｣に限定されている福祉事務所の調査権限について､

就労の状況や保護費の支出の状況等を追加するとともに､官公署については回

答義務の創設を検討することが必乳

○ 不正受給に係る返還金について事前の本人同意を前掛 こ保護費との調整をで

4
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きないか検討することや､罰則の引上げ及び返還金-の加東を検討することが

必要｡

○ 稼働能力がありながらその能JJに応じた就労所動を行っていないことを理由

に､複数回保護を廃止された場合は､急迫の状況ではないことなど一定の条件

のもとに､その後再度保講の申請があった場合の審査を厳格化することが必要｡

○ 保護が必要な人が受けることができなくならないように特段に留意しつつ､

福祉事務所が必要と認めた場合には､扶養がEZ]徒とE]答した扶養義務者に対し

て 困難な理由の説明を求めることが必要｡

(5)医dE扶助の適正化について

○ 健康保険の取扱いを参考に､指定医療機関の指定 (取消)要件を法律上明確

化土星とともに､有効期間を導入することが必乳

○ 指定医療機関に対する国による直接指導も併せて実施できるようにした上で､

地方厚生局に専門の指導監査職員を増配置することを検討すべき｡

○ 後発医薬品の使用促進などを含め､しっかりと対応していくことが必要｡

(6)地方自治体が適切な支援を行えるようにするための体制亜傭等について

○ 引き続き､地方自治休の休制整備や負担軽減を図り､生活保護受給者に対し

てより適切な支援が行えるようにしていくことが必要｡
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生活用貴著自立促進支援モデル事業の概暮

【平成25年度予算額 (秦) :3,008,000千円】

[車重コ 〔ト フティネット支援対策等事菓蛸 助金〕

○ 生活困窮者の自立の促進を取るため､それぞれの状矧 =応じた就労支援等の体制の捕集とともに.それらを包括的に提供する相故支援体制を構
築し､総合的な取り組みとして実施することにより､生活困窮者支援施策の制度化に寄与することを目的とする｡

L羊絶望I JL補助ij
O 原則として指定都市､中核市､市区町村(町村については福祉事務所 ○ 事業実施対象地域単位の人口規模に応じた上限額を投定

投正町村)とする｡
また.都道府県については､管内町村部及び福祉事務所投t市区町

村と連携して支援体制の柵集に取り組む場合とする｡
(事業の全部又は一部委託可)

~■…表~1

･人口30万人を超える場合 6.000万円以内の必要輔

･人口30万人以下の稚合 4.000万円以内の必要扱

注 1.補助額は予定であり.交更があり得る｡
注2 モデル事業の実施期Wが12月未満の蛾合.上限額はまhする｡

(1)生活困窮者の自立に関する相談童撞暮垂
生活困如者からの相故を受け､アセスメントを通じて支援計画の策定を行い､自立に向けて住宅手当などの既存串業との退助も含めた

包括的な支頓を行 う｡
また､包括的な支援を行うため､社会桁祉協散会や/､ローワークなど関係機関とのネットワークづくりを推進する.

(2)就労促進のための支援事業

①一般就労に向け､生活習桝の俳立､社会参加能力の形成等の品礎億力の形成等を支援を行う (就労酔鵬支援部粟)
②一般就労に就くことが困難な者に対 して､支援付きの就労である r中例的就労｣の切を育成文稜する 仲 間的就労の推進)

(3)家計相班支援事集
生活困柄者の家計の再紬のため､家計収支呼に関するきめ細やかな相鉄支援を行う｡

(4)その他_地域の実付に応じた生活由窮者の自立の促進に資する手業

例)生活困窮家庭の子どもに対する学習支援等を行 う

※1 生活困窮者への支援は柏扱支援事業でアセスメントを行った上で提供することを基本とするため､平成25年度においては､相技支援
事業の実施を必須とし､他の事業については地域の実作に応じて実施する｡

※2 各事業の実施に当たっては､制度の本格実施に向けて計画的な体制榊薬を園るとともに､モデル事業実施要領に基づいて生活困窮者
への支援を行い,支援効果の検柾や課苛の把握､園への榊 提供を行う｡
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住宅手当緊急特別措置事業の改正について

1 改正日的

住宅手当緊急特別措置事兼は､リ-マンショック後の失共著対策として､兜急的に講

じた措置であるが.第 2のセーフティネットとしての機能を果たしている一方で､その

後も生活保株受給者が増加している状況にあL)､生活困窮者の就労自立を支援する策を

引き続き排じる必要がある｡

そのため､新たな就労支援策と併せて拾付する形態とするなど､より効果的な就労自

立支援を実施することにより､第2のセーフティネットとしての機能を高めていく｡

2 改正事項 (要領に記載)

Q)名称

(現行)住宅手当緊急特別措置幸美 - (改正後)住宅支援給付手業

(診 離織時期

(現行)平成 19年 10月 1日以降に離牡した者 - (改正後)申請時r=搬戦後2年以内の者

(診 年齢制限

(現行)制限なし - (改正後)申拝時に65歳未満の者

@ 就轍活動要件 ･

(現行)就鞍活動要件

(1)毎月1回以上.公共也兼安定所へ出向いて赦菓相故を受けること

(2)毎月2回以上､各地方自治体の支援艮等による面接等の支援を受けること

(3)原則週 1回以上､求人先へ応募を行う.又は求人先の面接を受けること

(改正後)就職活動要件
-

(1)毎月旦回以上.公共鞍兼安定所へ出向いて鞍兼相政を受けること

(2)毎月旦回以上､各地方自治体の支援且等(=よる面接等の支援を受けること
(3)原則週 1回以上.求人先へ応募を行う､又は求人先の面接を受けること

(9 新たな就労支援策 (新規事項)

原則として､受給者は次のいずれかの支援を受けるものとする｡(例外 利用者自身の

就服活動で就職が可能と判断される場合)

(1)日常 ･社会生活支援

(2)生活保護受給者等就労自立促進事業 (仮称)(現行の r福祉から就労J支捷事案)

@ 支給期間

(現行) 原則6ケ月間が上限｡一定の条件を満たす鳩舎は､3ケ月間延長可能｡

一一 (改正後) 原則 3ケ月間が上限｡一定の条件を満たす場合は､3ケ月間延長可能｡

さらに､日常･社会生活支援又は､生活保護受給者等就労自立促進事業(仮称)

を港続している場合は､3ケ月間に限り再延長可能｡

※一定の条件とは.受給中の就労活動要件の遵守及び延長申甜時に支絵要件を満たしていること｡

3′改正時期

･上記2の⑤以外の改正については､平成25年4月以降の申純音より実施｡

･(9については､平成25年7月以降の申活着より実施｡

jX申請時の要領に基づいて各々実施 (経過措置あり)



第３ 地域福祉の推進等について

（地域福祉課、生活困窮者自立支援室、総務課)

【Ｐ５６（参考資料１～７）参照】１ 地域福祉の推進について

（１）孤立死防止対策の推進について

孤立死の問題については、地域住民が互いに支え合ういわゆる地域力の低下

や生活に困窮された方の情報が行政機関に提供されにくいことなど様々な要因

があることから、昨年、

① 生活困窮者の情報の一元化や関係者間の連携強化

② 民間事業者等と連携する上で課題となる個人情報の取扱いにつき、個人

情報保護の適用外となる場合の理解促進（電気・ガス事業者を所管する資

源エネルギー庁や、個人情報保護法を所管する消費者庁と連携し再周知）

③ 地域の見守り等の取り組みの先進事例の紹介や関係補助金の優先採択

④ 住宅供給事業者等と自治体との連携推進

などを盛り込んだ総合的な通知を発出し、孤立死防止対策の推進をお願いした

ところである。

通知の発出後、各地域においてライフライン事業者等との連携協定の締結な

どの取り組みを進めていただいているところであるが、引き続き、連携体制の

構築等にご尽力いただくとともに、未だ連携体制が未整備の地域おかれては早

期な対応をお願いしたい。

（参考）関係通知

・平成２４年２月２３日付社会・援護局長通知

「生活に困窮された方の把握のための関係部局・機関等との連絡・連携体制の

強化の徹底について」（社援発0223第３号）

・平成２４年５月１１日付社会・援護局地域福祉課長通知

「地域において支援を必要とする者の把握及び適切な支援のための方策等につ

いて」（社援地発0511第１号）

・平成２４年７月３１日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課、国土交通省住宅
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「地域において支援を必要とする者の把握及び適切な支援のための協力について」

（２）地域コミュニティ復興支援事業（東日本大震災関係）について

「地域コミュニティ復興支援事業」は、東日本大震災の影響により弱体化し

た地域のコミュニティを再構築し、地域で孤立する恐れのある方への生活相談

や交流の場、居場所づくり、見守り等の支援を面的に行うためのものであり、

被災地や避難先の自治体に対する補助事業（基金事業）である。

本事業については、平成２４年度経済対策第２弾において、基金の積み増し

を行うとともに実施期限を平成２５年度末までとしているので、引き続き本事

業を活用の上、継続的な支援をお願いしたい。なお、生活支援相談員や民生委

員といった支援者への精神的なサポートについても事業の対象となっているの

で、配慮願いたい。

（３）地域福祉関連事業の集約化（「ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ支援対策等事業費補助金」）について

セーフティーネット支援対策等事業費補助金のメニューのうちの地域福祉関

連事業については、従来から個別事業毎に支援を行ってきたところであるが、

これからの地域づくりの支援として、既存の地域福祉関連事業の連携を強化し

効率的かつ効果的な事業として推進していくため、平成２５年度予算（案）に

おいては、地域福祉関連事業の集約化を行うこととしている。

具体的には、従来の「地域福祉等推進特別支援事業（推特）」、「日常生活

支援事業」、「安心生活創造事業」の内容を見直し、新しく、「安心生活基盤

構築事業」、「地域資源・人材育成支援事業」、「地域福祉等推進特別支援事

業」に組み替えることとしている。

なお、これにより新しい「地域福祉等推進特別支援事業」は、熱中症対策

（猛暑、節電時）など、地域における今日的課題の解決のための先駆的取り組

みの支援に重点化することとなるので、ご留意願いたい。
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（４）「安心生活基盤構築事業」の創設等について

ア 「安心生活基盤構築事業」の創設について

「安心生活創造事業」については、平成２１年度から３年間のモデル事業

を実施し、昨年８月に事業の成果や課題、提言などが「安心生活創造事業成

果報告書」としてとりまとめられたところである。平成２５年度予算（案）

においては、本モデル事業でみえてきた成果・課題等を反映させたものとし

て、これまでの地域福祉関連事業を総合化した「安心生活基盤構築事業（仮

称）」を創設することとしている。

本事業については、「安心生活創造事業」を基本として、権利擁護の推進

や福祉横断的な相談窓口の設置など、総合的な地域福祉推進施策として、主

に地域のモデル的な地区における取り組みを支援していくものである。

具体的には、これまでの「安心生活創造事業」をベースとした地域福祉の

推進に必要となる基盤的な事業を「基本事業」として位置づけ、さらに高齢、

障害といった種別を問わない相談支援体制の構築や、地域における権利擁護

の推進の中核となるセンターの設置等、地域福祉を総合的に展開していくた

めの事業を「選択事業」として実施することとしている。

また、権利擁護推進の観点から、後述する「日常生活自立支援事業」につ

いても、本事業の一環として実施することとしている。

事業の全体像については、参考資料３のとおりとなっているので参照され

たい。

地域福祉等推進特別支援事業等の集約化のイメージ

地域福祉等推進特別支援事業（推特）
①先駆的・試行的事業〈１／２〉

〔実施主体：自治体、民間団体〕
地域における今日的課題の解決をめざす事業

②地域福祉活性化事業〈１／２〉
〔実施主体：市町村〕
・「拠り所」作り支援、地域づくりｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの
配置、ケース支援調整会議の開催支援

・生活不安定者に対する自立支援

③地域人材活用支援事業〈１／２〉

〔実施主体：自治体〕
・貢献活動希望者を支援活動に結びつける
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置、養成

日常生活自立支援事業〈１／２〉
〔実施主体：都道府県社協・指定都市社協］
・判断能力が不十分な者に対して、福祉サービス
の利用の関する援助等を行うことにより、地域に
おいて自立した生活が送れるよう支援する。

安心生活創造事業〈定額〉
〔実施主体：市町村〕

見守りや買い物支援などの基盤支援を必要とする
方々のニーズ把握、自主財源創出の仕組み作りを
行う。

セーフティ補助金

安心生活基盤構築事業＜定額、一部１／２＞

〔実施主体：市町村、都道府県社協・市町村社協〕
①安心生活創造事業（定額）
○基本事業
・抜け漏れのない実態把握事業
・生活課題検討・調整事業
・抜け漏れのない支援実施事業
・地域支援活性化事業
・自主財源確保事業
・住民参加型まちづくり普及啓発事業

○選択事業
・福祉横断的相談支援事業
・福祉横断的包括的サービス提供事業
・権利擁護推進センター等事業

②日常生活自立支援事業（１／２）
〔実施主体：都道府県社協・指定都市社協］

地域資源・人材育成支援事業＜１/２＞

〔実施主体：自治体、民間団体〕
・ボランティアセンターの設置・運営費
・地域福祉コーディネーターの養成
・ボランティアセンター、NPO等のネットワーク作り

地域福祉等推進特別支援事業(推特)＜１/２＞

〔実施主体：自治体、民間団体〕
地域における今日的課題の解決をめざす事業

セーフティ補助金

平成２４年度 平成２５年度（案）

（「セーフティーネット支援対策等事業費補助金」）
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安心生活基盤構築事業（案）

（１）安心生活創造事業

○実施主体：市区町村

○補助率：定額（＠1,000万円（人口規模に応じて増額）、選択事業を実施する場合は

＋@1,000万円）

○事業内容

①基本事業

・抜け漏れのない実態把握

・社会的な孤立者等の所在及びニーズ把握

・抜け漏れのない支援の実施

・買い物支援等の生活支援サービスやサロン等の居場所づくりの実施

・地域福祉の調整役(コーディネーター)の配置 等

・自主財源の確保

・寄付や物販等を通じた財源の確保

・住民参加を促進するための普及啓発

・参加を促すイベントや研修による人材確保 等

②選択事業（基本事業の上乗せとして実施）

・高齢・障害等を問わない福祉横断的な相談支援体制の構築

・多機能型・双方向型の包括的サービス拠点の設置

・権利擁護の包括的な取組を行う権利擁護推進センターの設置 等

○５年間の有期補助（補助単価は逓減）

○平成２５年度は100市区町村（170校区）程度を対象

（２）日常生活自立支援事業

○日常生活自立支援事業

判断能力の不十分な者への契約等の支援

○実施主体：都道府県・指定都市社会福祉協議会

○補助率：１／２

なお、詳細な事業内容については追ってお示しすることとしているが、公

営住宅等集合住宅における孤立防止など都市部における社会的孤立の防止や、

過疎地域における集落維持のための生活支援の実施など、今後の地域再生に

欠かせない事業でもあるので、積極的な事業実施を管内市区町村へご周知願

いたい。
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イ 「地域資源・人材育成支援事業」の創設について

東日本大震災時のボランティア等の活躍などから、地域におけるインフォ

ーマルな活動の推進が強く求められていることから、平成２５年度予算

（案）においては、ボランティア等の地域のインフォーマルな福祉の担い手

や地域福祉コーディネーター等の人材育成や活動の支援を行い、大規模災害

に備えた平常時からの支援体制の構築を図るなどの「地域資源・人材育成支

援事業」を創設することとしている。

地域資源・人材育成支援事業の概要

【実施内容】

下記①から④のいずれかの事業を実施するものとする。

①人材育成事業

地域のインフォーマルサービスの担い手やコーディネーターを養成するための研修等を実

施する。

②需給マッチング事業

インフォーマルな担い手情報と、地域の支援ニーズ情報のマッチングを実施する。

③ネットワーク構築・普及啓発事業

NPOやボランティアセンター等の横の連携関係を構築するため、ネットワーク会議や協

働イベント等を実施する。また、ボランティア活動の底上げや、継続的な活動を推進する

ため、地域住民等を対象とした講座の開設（福祉教育の実施）やイベント等を実施する。

④災害ボランティア活動支援事業

大規模災害の発生等に備え、ボランティア等の人材養成、災害ボランティアセンターの設

置運営体制の検討等を実施する。

【実施主体】 都道府県、市区町村、社会福祉法人、NPO法人、公益法人 等

【 補 助 率 】 １／２

ウ 日常生活自立支援事業について

認知症高齢者の増加や精神障害者・知的障害者の地域生活への移行が図られ

40



る中、判断能力が不十分な方々の地域での生活を支える日常生活自立支援事業

の普及が喫緊の課題である。しかし、本事業の実施状況をみると、年々、初回

相談件数は増加している（昨年度は約１２７万件）ものの、各自治体における

取り組みには依然大きな差が生じている状況にある。

事業の普及が不十分であれば、福祉サービスが適切に利用できないことによ

る健康状態の悪化や、消費者被害、経済的虐待の対象となるなど、地域で安心

した生活を継続していくことが困難となると同時に、権利擁護の観点からも大

きな問題となる。

（参考）

本事業の重要性と、住民に身近な市町村レベルでサービスを提供するための体

制整備の必要性については、「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」

（平成２０年３月）の報告書や「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェ

クト」の報告書（平成２０年７月）において指摘されている。

こうしたことから、平成２５年度予算（案）においては、本事業の実施を

「安心生活基盤構築事業」の１事業として位置づけ、引き続き、事業の相談窓

口である基幹的社会福祉協議会の全市整備を推進するとともに、専門員の業務

量増加に対応するため、契約締結前の相談業務や成年後見制度への移行につい

ても支援を行うこととしたところである。さらに、「安心生活基盤構築事業」

の選択的事業として、これまでの日常生活自立支援事業で配置された専門員や

相談員の業務を補助する者や、権利擁護の普及啓発等を実施する者の配置につ

いても、これを補助対象とすることを予定している。

各都道府県・指定都市におかれては、本事業の重要性を十分に考慮の上、事

業の更なる充実を図るための財源措置などに積極的にご対応願いたい。

（５） 寄り添い型相談支援事業について

本事業は、２４時間３６５日つながる電話相談窓口を設置し、電話による相

談を受けて悩みを傾聴するとともに、必要に応じ、面接相談や同行支援を実施

して具体的な問題解決につなげる寄り添い支援を行うことを目的とした事業で
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ある。平成２４年度は(社)社会的包摂サポートセンターが実施者に選定され、

「よりそいホットライン」として全国展開を図っているところである。

平成２５年度予算（案）においても事業予算を計上しているところであり、

あらためて事業実施者を公募・選定する予定である。

地域で課題解決のための寄り添い支援を行うに当たっては、多分野のＮＰＯ

や行政機関等との連携が重要となるので、ご協力をお願いしたい。

（６） 地域福祉計画・地域福祉支援計画について

ア 計画の積極的な策定及び改定

市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画（以下、「地域福祉計画

等」という。）は、自治体ごとの実情を踏まえた地域福祉の推進に極めて重要

な計画であるが、市区部では９割弱が策定済み（策定予定含む）である一方、

町村部では策定済み（策定予定含む）が５割に達しない状況である。

東日本大震災や昨今の孤立の問題化などから、地域の絆の必要性が再認識さ

れ、これまで以上に地域福祉の推進が求められていることからも、地域福祉推

進の拠り所となる計画の策定あるいは改定を進めていただきたい。

計画の策定に当たっては、厚生労働省のホームページにおいて、特に小規模

な市町村を中心に優良事例を掲載しているので、参考にしていただくよう、管

内市区町村に周知願いたい。

なお、前述した「安心生活基盤構築事業」では、地域福祉計画等の策定が住

民参加を基本としていることから、住民による研究事業や地域住民への普及啓

発に係る費用についても補助対象とすることとしているので、積極的な活用を

お願いしたい。

イ 計画策定状況の全国調査の実施

地域福祉計画等の策定状況については、毎年調査を実施し、各自治体の取り

組み状況を公表しているところであるが、本年も３月上旬に調査を実施する予

定であるので、ご協力願いたい。
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（７） 社会福祉協議会について

ア 社会福祉協議会との連携等について

近年、地域では少子高齢化や核家族化が進行する中、高齢者や児童等への虐

待や孤立死の問題など、多様な生活課題が顕在化し、地域福祉の再構築が大き

な課題となっている。こうした多様な生活課題には、行政が住民やボランティ

ア等と協働して取り組んでいくことが重要であり、こうした活動を支える社会

福祉協議会の役割はますます重要となっている。

このような状況の中、全国社会福祉協議会では、昨年１０月に、『地域にお

ける深刻な生活課題の解決や孤立防止に向けた行動宣言やアクションプラン』

として「社協・生活支援活動強化方針－地域における深刻な生活課題の解決や

孤立防止に向けた社協活動の方向性－」を策定し公表している。

さらに近年は、東日本大震災や大雨等の災害の発生に伴い、社会福祉協議会

が災害ボランティアセンターの立ち上げの中心となり、復旧に向けた活動の支

援を行うなど、大きな役割を果たしているところである。

各自治体におかれては、今後とも社会福祉協議会との連携により、地域福祉

活動や災害時の要援護者支援体制の構築等の一層の促進をお願いしたい。

また、前述のとおり、平成２５年度予算（案）において、「地域資源・人材

育成支援事業」を創設し、地域福祉のコーディネーターの養成や、大規模災害

発生に備えた平常時からの支援体制の構築などを支援することとしているので、

積極的に活用願いたい。

イ 市社会福祉協議会に対する監督権限の移譲について

従来からお知らせしているとおり、平成２３年の社会福祉法の改正により、

社会福祉法人の所轄庁について、都道府県から一般市に権限移譲されたこと

に伴い、一般市の社会福祉協議会であって、その行う事業が当該市の区域を

越えないものについては、平成２５年４月から当該市が所轄庁になるのでご

留意願いたい。
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（８） 民生委員について

ア 一斉改選の適切な実施等について

少子高齢化や核家族化が進行する中、地域においては、高齢者や児童等への

虐待や孤立死の問題など、多様な生活課題が顕在化してきていることから、住

民の立場に立って相談援助活動を行う民生委員・児童委員に期待される役割が

ますます大きくなっている。

本年１月の「社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部

会報告書」においても、新たな生活困窮者支援制度の構築において、地域住民

の実態を把握し、寄り添った支援を実践している民生委員・児童委員の果たす

役割が期待されている。

こうした中、民生委員・児童委員は、本年１２月に、３年ごとの一斉改選期

を迎えるが、来る改選日に備え、円滑な手続きにご協力願いたい。

具体的には、これまで一斉改選ごとに発出していた選任要領（平成２２年２

月２３日付雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知「民生委員・児童委

員の選任について」（雇児発0223第１号、社援発0223第２号）については、平

成２２年１０月の一部改正で恒久的な通知としており、現時点では改正の予定

は無く、また、定数基準（平成１３年６月２９日付雇用均等・児童家庭局長、

社会・援護局長通知「民生委員・児童委員の定数基準について」（雇児発第43

3号、社援発第1145号））、主任児童委員選任要領（平成１３年１１月３０日

付雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知「主任児童委員の選任につい

て」（雇児発第762号、社援発第2115号））についても改正する予定は無いこ

とから、従前の仕組みを前提として準備を進めていただきたい。

なお、詳細な事務スケジュールについては追ってお知らせすることとしてい

る。

（参考）前回のスケジュール

・「民生委員・児童委員の選任（一斉改選及び随時）に係る調書等の提出につ

いて」（課長通知）平成２２年２月２３日発出（厚労省）

・各地方公共団体の定数報告、徽章必要数等調書（自治体→地方厚生局）

８月３１日〆切

・推薦名簿、感謝状授与者の推薦（自治体→地方厚生局）

９月３０日〆切
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また、一斉改選において民生委員・児童委員の必要人数を確保できるよう、

民生委員・児童委員制度について、地域住民や関係機関・団体等に理解を深め

ていただき、信頼関係を築いていくためのＰＲ活動等に配慮願いたい。

（参考）民生委員・児童委員の日：毎年５月１２日

活動強化週間：毎年５月１２日～１８日

イ 民生委員法の一部改正（地域主権一括法）の動向について

① 第３次一括法案の状況等

地方分権改革推進委員会の第２次勧告を踏まえた民生委員法の一部改正に

ついては、第３次一括法案が昨年の衆議院解散に伴い廃案となったことから

成立していない。

今後の動向については、平成２４年１１月３０日に閣議決定された「地域

主権推進大綱」において、今後の義務付け・枠付けの見直しの進め方として

「第３次一括法案に盛り込まれた事項の実現を図る」とされていることから、

今後一括法案が提出され、法改正が行われる予定である。

② 一斉改選との関係

仮に第３次一括法案に盛り込まれた内容で民生委員法が改正された場合に

は、関連通知の改正を行う必要があることや、一斉改選の手続きに影響が生

ずる場合もある（平成２５年１２月の一斉改選自体の変更はない）ことから、

適宜情報提供させていただくので、ご留意願います。

なお、本年１２月の一斉改選に向けた準備については、当面、現行法によ

る仕組みを前提として進めていただくようお願いする。

（参考）民生委員法の改正内容（平成２４年３月１日社会・援護局関係主管課長
会議資料参照）

・民生委員の定数は条例に委任。条例制定の基準は「参酌すべき基準」

とする。（第４条）

・都道府県知事の地方社会福祉審議会への意見聴取の義務の緩和

（第５条第２項）

・民生委員推薦会の委員の資格及び資格毎の定数の廃止
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（第８条第２項）

ウ 民生委員への支援について

被災地の民生委員は、長期化する避難生活の中で、被災者への継続的な支援

を行っていただいているところであるが、

・仮設住宅への入居などにより、広域的な活動を余儀なくされていること

・避難生活の長期化により生じる民生委員への精神的ケアが必要となって

いること

などから、民生委員への支援が必要な状況となっている。

このため、被災地においては、「地域コミュニティ復興支援事業」等を活用

し、民生委員への継続的な支援を行うようお願いしたい。

また、一斉改選後に、各自治体において新任民生委員等に対する研修を行う

に当たっては、経験年数や役職等に応じた体系的な研修を実施するなど、専門

性を担保できる継続的な支援に配慮されたい。

なお、全国民生委員児童委員連合会において、体系的な研修プログラムを作

成中であり、プログラムが完成した際には、情報提供することとしているので

適宜参照されたい。

エ 民生委員への個人情報の提供について

自治体によっては、個人情報提供に過度に敏感な考え方をするなどにより、

民生委員・児童委員の活動のベースともなる要援護者の情報が適切に提供され

ていないとの声があることを受け、昨年「自治体から民生委員・児童委員への

個人情報の提供に関する事例集について」（平成２４年７月１７日付事務連絡、

参考資料７参照）を発出しているので、適宜活用の上、民生委員・児童委員の

活動に必要な情報を適切に提供することについて、ご配慮願いたい。
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２ 生活福祉資金貸付制度について

（１）生活福祉資金貸付制度の周知と適正な運営について

【Ｐ６４（参考資料８）参照】

生活福祉資金貸付制度については、生活困窮者が増加する中、生活困窮者の経

済的な自立助長を図る上で有用な支援策の一つである。引き続き管内住民に対す

る周知にご協力をお願いしたい。

また、本制度は、公費による貸付制度であり、償還が不能となった場合、結果

として公費で補てんされることになることから、貸付原資の適正な運用が強く求

められるものである。このため、貸付と償還が可能な限り循環していくことがで

きるよう、借受希望者の就労状況等を勘案して償還可能性を適切に見極めるとと

もに、償還に向けた取組みを十分に行うことが重要である。

こうした趣旨を踏まえ、引き続き適正な制度運営が図られるよう、ご協力をお

願いしたい。

なお、総合支援資金等の貸付けに係る相談支援体制の充実に要する経費につい

ては、「緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援事業分）」で措

置しているところであるが、同基金の事業実施期間については、平成２４年度経

済対策第２弾において、平成２５年度末まで延長されているので、有効に活用さ

れたい。

（２）暴力団員等による不正利用対策について

生活福祉資金及び臨時特例つなぎ資金の貸付けに係る不正利用対策については、

平成22年８月６日付け地域福祉課長通知「生活福祉資金の適正な貸付けの実施に

ついて」（社援地発0806第１号）を踏まえ、社会福祉協議会が警察等関係機関と

円滑な連携が図られるよう必要な支援を行うようお願いしているところである。

暴力団員等への対応は、警察と社会福祉協議会とが連携して対応することが重

要であり、都道府県からも警察に協力を求めるなど、警察からの必要な協力を得

られるよう引き続き支援願いたい。
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３ ホームレス等への支援について

（１）ホームレス特別措置法の期限延長について

厚生労働省では「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（以下｢法｣

という。）及び法に基づく「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」（以

下「基本方針」という。）に基づき、福祉、雇用等の各分野にわたって施策を総

合的に推進してきたところである。

法については１０年間の有効期限が定められていたところであるが、平成２４

年６月に、ホームレスの自立の支援等に関する施策を引き続き計画的かつ着実に

推進するため、その期限を５年間延長する一部改正法案が全会派一致により可決

成立し、公布・施行されたところである。

各自治体におかれては、引き続き、法を踏まえ、総合相談事業、生活相談・指

導、職業相談、健康診断等を行う自立支援事業の実施など、ＮＰＯ、社会福祉法

人等の民間団体との連携・協力の下、事業の推進を図られたい。

（２）ホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業について

ホームレスはもとより、職と住まいを失うなどホームレスとなるおそれのある

貧困・困窮者を対象とした「ホームレス等貧困・困窮者の『絆』再生事業」につ

いては、「緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援事業分）」に

より予算措置を行っているところであるが、平成２４年度経済対策第２弾におい

て、同基金の積み増しとあわせ、事業実施期間を平成２５年度末まで延長したの

で、有効に活用されたい。

（３）「基本方針」の見直しについて

厚生労働省では、法の規定に基づき、平成２０年７月に基本方針（国土交通省

との共管）を策定し、以後、総合相談事業や自立支援事業などの事業を推進し、

ホームレスの自立を支援してきたところである。

本基本方針の運営期間は５年間となっており、平成２５年７月３０日に期間を

満了することから、現在、その見直しの取り扱いについて検討を行っているとこ

ろである。
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今後、適宜情報提供することとしているので、ご了知願いたい。

《参考１》

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(平成14年法律第105号) (抄)

（基本方針）

第８条 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、第14条の規定による全国調査を踏まえ、ホ

ームレスの自立の支援等に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を策定し

なければならない。

２ 基本方針は、次に掲げる事項について策定するものとする。

一 ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の

確保並びに生活に関する相談及び指導に関する事項

二 ホームレス自立支援事業（ホームレスに対し、一定期間宿泊場所を提供した

上、健康診断、身元の確認並びに生活に関する相談及び指導を行うとともに、就

業の相談及びあっせん等を行うことにより、その自立を支援する事業をいう。）

その他のホームレスの個々の事情に対応したその自立を総合的に支援する事業の

実施に関する事項

三 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を

中心として行われるこれらの者に対する生活上の支援に関する事項

四 ホームレスに対し緊急に行うべき援助に関する事項、生活保護法による保護の

実施に関する事項、ホームレスの人権の擁護に関する事項並びに地域における生

活環境の改善及び安全の確保に関する事項

五 ホームレスの自立の支援等を行う民間団体との連携に関する事項

六 前各号に掲げるもののほか、ホームレスの自立の支援等に関する基本的な事項

３ （ 略 ）

《参考２》

「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(平成20年厚生労働省・国土交通省告示

第１号) (抄)

第３ ホームレス対策の推進方策

５ 基本方針のフォローアップ及び見直し

本基本方針については策定後5年を目途に見直しをすることとする。

(1) 本基本方針の運営期間は、5年間（平成20年7月31日から平成25年7月30日まで）

とする。
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ただし、特別の事情がある場合には、この限りではない。

(2) 5年間の運営期間が経過した際には、基本方針の見直しを行うこととなるが、見

直しに当たっては、運営期間の満了前に基本方針に定めた施策についての政策評

価等を行う。

この政策評価等は、ホームレスの数、野宿生活の期間、仕事や収入の状況、健

康状態、福祉制度の利用状況等について、再度実態調査を行い、この調査結果に

基づき決定する。

(3) 評価結果については、関係者や有識者等の意見を聴取するほか、公表すること

とする。

(4) 実態調査の結果や関係者、有識者等の意見については、基本方針や各種施策の

在り方についての見直しに際して参考にするとともに、必要に応じて、地方公共

団体、民間団体等からの意見も聴取する。

（４）ホームレスの実態に関する全国調査について

ア 平成２４年調査について

平成２４年１月に実施したホームレスの実態に関する全国調査については、

同年４月に概数調査結果及び生活実態調査の単純集計結果を公表し、さらに、

生活実態調査については、有識者、地方公共団体、民間支援団体で構成される

「ホームレスの実態に関する全国調査検討会」（座長：岩田正美日本女子大学

教授）において、詳細な分析を行い、同年１２月に「平成２４年ホームレスの

実態に関する全国調査検討会報告書」を公表したところであるので、各自治体

による事業の実施に当たっては本報告書も活用されたい。

イ 平成２５年調査について

法及び基本方針に基づき実施される施策の効果を継続的に把握するため、概

数調査については、来年度も実施する予定（平成２６年１月を予定）であり、

平成２５年度予算（案）に当該調査に係る所要の予算を確保したところである

ので、引き続き、ご協力願いたい。
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４ 矯正施設退所者の地域生活定着支援について

矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院）退所者のうち、高齢又は障害を

有する者については、福祉的支援が必要であるにもかかわらず、必要とする福祉サー

ビス等を受けていない人が少なくない状況や、親族等の受入先を得られないまま矯正

施設を退所する高齢者、障害者も数多く存在することが明らかになっている。

このため、平成２１年度から「地域生活定着支援事業 （現： 地域生活定着促進事」 「

業 ）を実施し、矯正施設に入所中の段階から、福祉サービス等につなげる支援を実」

施する「地域生活定着支援センター」を各都道府県に整備している（平成２３年度末

に全国４７都道府県に整備完了 。）

平成２４年度からは 「地域生活定着支援センター」の業務を矯正施設退所後のフ、

ォローアップ、相談支援まで拡大･拡充し 「地域生活定着支援センター」と保護観察、

所が協働して、入所中から退所後まで一貫した相談支援を実施することが可能となっ

た。平成２５年度には、各都道府県において、センターの体制についてさらなる強化

を図るとともに、矯正施設退所者の受入先となる福祉施設等の関係機関とのネットワ

ーク構築に努め、より積極的な取り組みの推進をお願いしたい。

（参考）

１ 事業内容

平成２３年度まで、矯正施設入所中から帰住先を調整する①コーディネート業務を

中心に実施してきたが、平成２４年度からは矯正施設退所後の地域への定着をより促

進するため、②フォローアップ業務、③相談支援業務を強化･拡充して実施。

① コーディネート業務

保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設の入所者を対象として受入先となる

社会福祉施設等のあっせんや福祉サービスの申請支援等を行う。

② フォローアップ業務

矯正施設退所後、矯正施設退所者を受け入れた施設等に対し、処遇上の助言を

行い、また対象者のケア会議を開催し、退所後の支援について協議するなど必要
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な支援を行い、矯正施設退所者の施設等への定着を図る。

③ 相談支援業務

矯正施設退所者等に対し、地域の福祉サービス等の利用に関して、本人又はそ

の関係者からの相談に応じ、面接、助言、訪問などその他必要な支援を行い、地

域への継続的な定着を図る。

２ 平成２５年度予算案の概要

○ 「ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ支援対策等事業費補助金（２５０億円 」のメニュー事業として）

実施。

○ 実施主体：都道府県（社会福祉法人、ＮＰＯ法人等に運営委託可）

○ 補助率 ：定額（１０／１０相当）

○ 補助単価：１か所当たり２，５００万円
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５ ひきこもり対策について

厚生労働省では、従来から、精神保健福祉、児童福祉、ニート対策において、ひき

こもりを含む相談等の取り組みを行ってきたが、

① ひきこもりに特化した相談窓口がないため、本人や家族が十分相談できずにい

るのではないか、

② 関係機関のネットワークがまだ十分に形成されていないのではないか、

③ 本人又は家族に、ひきこもり施策等の必要な情報が届いていないのではないか

などの課題に対応するため、平成２１年度から「ひきこもり対策推進事業」を実施し、

ひきこもりに特化した専門相談窓口としての機能を有する「ひきこもり地域支援セン

ター」を各都道府県・指定都市に整備することとした。

このセンターは、ひきこもり状態にある本人や家族が、地域の中でまずどこに相談

したらよいかを明確にすることによって、より支援に結びつきやすくすることを目的

としたものであり、本センターに配置されるひきこもり支援コーディネーターを中心

に、地域における関係機関とのネットワークの構築や、ひきこもり対策にとって必要

な情報を広く提供する役割を担うものである。

センターの設置数は、平成２４年度中に新たに５か所設置され、合計３８か所にな

っている。都道府県・指定都市におかれては、各自治体へのセンターの設置や体制強

化など、ひきこもり対策のより一層の充実を図ることについて、積極的な取り組みを

お願いしたい。

また、ひきこもりに関しては、ひきこもりの長期化・高齢化や、それに伴うひきこ

もりを抱える家族や本人からの多様な相談にきめ細かく対応できていないのではない

か、当事者による支援（ピアサポート）や訪問などが十分に行われていないのではな

いか、等の課題がある。

従来から、ひきこもり等の状態にある児童（１８歳未満）及びその家庭に対しては、

、 、雇用均等・児童家庭局において 「ふれあい心の友訪問援助事業」が実施されており

大学生等（メンタル・フレンド）を派遣し、支援を行ってきたところであるが、ひき

こもりの高齢化に伴い、支援対象の範囲の拡大が求められているところである。

そのため、平成２５年度より、地域に潜在するひきこもりを早期に発見し、ひきこ
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もりを抱える家族や本人に対するきめ細かな支援が可能となるよう、継続的な訪問支

援等を行う「ひきこもりサポーター （ひきこもりを抱える家族等の当事者（ピアサ」

ポート）等含む）を養成し、派遣する事業を新たに行う。

都道府県・指定都市におかれては、本事業をご活用いただくとともに、管内市町村

に対して事業の積極的な活用を働きかけいただくよう、お願いしたい。

（参考）

１ 事業内容

【ひきこもり地域支援センター設置運営事業 （既存事業）】

① 第一次相談窓口と訪問相談支援の業務

ひきこもり本人、家族からの電話・来所・訪問等による相談に応じるとともに、

本人の状態に応じて、医療・教育・労働・福祉などの適切な関係機関へつなげる。

また、家族からの要請等により、巡回訪問などのアウトリーチを実施する。

② 他の関係機関との連携

本人の状態に応じた適切な支援を行うため、関係機関からなる連絡会議を設置

し、情報交換等各関係機関間で恒常的な連携を図る。

③ 情報発信

リーフレットの作成等により、ひきこもり問題に対する普及啓発を図るととも

に、地域におけるひきこもりに係る関係機関・事業紹介などの情報発信を行う。

【ひきこもりサポーター養成研修・派遣事業 （新規事業）】

① 養成研修事業

ひきこもり地域支援センター等で 「ひきこもりサポーター」養成研修や研修修、

了者の情報管理等を実施する。

② 派遣事業

ひきこもりを抱える家族や本人へ「ひきこもりサポーター」を派遣する。

２ 平成２５年度予算案の概要

○ 「ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ支援対策等事業費補助金（２５０億円 」のメニュー事業として）
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実施。

○ 実施主体：

・ひきこもり地域支援センター設置運営事業：都道府県・指定都市

・ひきこもりサポーター養成研修事業 ：都道府県・指定都市

・ひきこもりサポーター派遣事業 ：市町村（特別区含む）

（いずれも、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等に運営委託可）

○ 補助率 ：１／２

○ １か所当たり事業費：

・ひきこもり地域支援センター設置運営事業：１，０００万円

（児童期・成人期併設型は２，０００万円）

・ひきこもりサポーター養成研修事業 ：検討中

・ひきこもりサポーター派遣事業 ：検討中
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地域資源 ･人材育成支援事業

○ 地1或におけるインフォ-マル活動の機能弓劉ヒを図るため､NP○等のインフォ-マルな福祉の担い手
糞成や地域福祉コ-デイネ一夕-の人材育成､活動の環に関する情報提供等を実施することにより､大
規模災害発生時の活動支援等も含め､インフォ-マルな活動の持続的な活動環境を整備するC

地域 におけるイ ンフォ-マル清鯵を推遺 していくための人材碑優 ･溝b支嬢のイ メージ

至 喜 寺 華 葺 き

:･=--_- i ,_-_-:表-i-I--i:_---:-_;,,-iI二

･:.' ,J ∴ ･ナ ･ - ･
X大井#iQTに■jL iu書ボランティ7コーディネーターの■&.災Tボランティ7センター
tRti■世件廿のttfg書e暮n (④lQfボランティ7清JI支■■暮)

【実鮎 刷 都道朋 ･市区町札 社会福祉協胎 ･社会馳 法人･NPO法人､公益法人等 ≡竺謡 指 は個別に実施する【補 助 率】1/2
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地域福祉計画策定状況等について
l 市町村地域福祉舌十画策定状況等調査

【調査の概要】

○視査対象:1742市町村
〇回 答 致:1742市町村(回収率100.0%)

(ただし一部のみ回答の市町村を含む)
0.d査時点:平成24年3月31B現在

Ⅱ 都道府県地域福祉支援計画策定状況等調査

【調査の概要】

○調査対象.47都道府県

○回 答 数:47都道府県(回収率100%)

○調査時点:平成24年3月31日現在
l_________________________________.__.________.____.__________._____________________________J

I二1.市町村地域福祉計画の策定状況(前々回調査との比較)

○東日本大Zl災の影響により､22年度は宮城県､山形県､福島県.茨城県の全市町村､岩手県の一軒市町村､23年度は福島県の一部

市町村から回答を得ることができなかったため単純な比較はできないが､策定済み市町村は2年前より176ヶ所､全体に占d)る割合が1
0 4ポイント増加した｡

0% 1【乃( 20% 30% 40% 50% 6D% 7Crt Bo光

r策定済み 策定予定 ●策定未定 ●無回答

90% 100%
1
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I- 2.市区部･町村部別の策定状況

○全体に占める策定済み率は両者とも2年前より10ポイント以上増加しているが､依然として約2倍の開きがあり､
町村部全体では未だ45 1%が｢策定未定｣となっている｡

平成22年3月31E]時点

(市区救,8D9)

平成23年3月31日時点
(11f区赦:738)

平成24年3月31Ej時点
(717区政:各lo)

平成22年3月31日時点
(町村赦 941)

平成23年3月31Ej時点
(町村赦 838)

平成24年3月31日時点
(町村軌;932)
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社 協 ･生 活 支 援 活 軸 強 化 方 針 - 地 qEにお け る 評 対 な 生 活 PFAiの 解 決 や 礼 立 防 止 に 向 けた 杜 tB活 h の 方 向 性 - (概要版)
事Jh4年10月Z9日 全tttL沌Jll社♯3A事A会

t方 針 書 走 のY Jt･BBI]
これiPの#8月=JのLX
O これまでもBは､-暮して.tM のNL々 なJ*Elに羽し､地bEttR.民生FA 児JEFA.

71会7hLJBW .書rI斗k TTlランティアINPOGZ)妊などとta力し.事Iや浩Laを也止の
事T■に¢じて■ML.さらに珪BtV加⊂よる蜘 7871慈tbtt事やt白味78故!H■つくりなど

をiIじて､行Zlとの/†-トナーシップを叫ヰし.也zA78礼の椎池を酔ってきた.

小払吐ネットウ-クはib糾 ＼いれ18ワロン年との小tBEA■なJdh
ボうンチイP Ttl鴫 ■tEンクー■JLやttL井■などC4じJEtIJtr加を≠1
0Ekl-と柏は事Xpふれあいのまちづくり事X書生jaLJだqLさKiJa b
ホームへJL'フサービスや17ワ-ビスなどの古e暮杜サ-ビスへ仇 ■叫 1りNlわ
支払書7L■*書付1PE)N王BBn支■■tておける耳棚 書へのtlPFIJg書tlの屯りNL71▼

○ こうLT=A年のnりN)みによって.先の社会4牡JLZtHl近故事では.地止福祉のK暮u

71食7LfLの基本書丑となり,71韻はその中横的な78JE王拝としてのnJつrJかtI会78杜法
に明紀.

+GBqGJ*JkJrDLtHAIのLrJr
O 也叫におr7る生馴 化と広がり

･少子･… き乃などの生脚 化に伴う他紙社会や和 の紺

･脚 ㈱ しさの脚

kS のGM

O 現在の‡itB邑IDが. ｢dIl住民が抱える今8鍋往生甜 Zdの解決につを力lっているのか｣

ということを自ら■tに貞tAL､■Kや話… 化を切るために､全EBの社肘 ､こrLから

の手1曲名血のSl化の乃F5性を穴7g化することを白的とする.

【書 壬 の軸 l
O lP成24年5月178

* 軍A揺さにお として ｢今日的な11協活■抑)ZIさV)取りdむべき
I九の乃租tEの EL十王も仝LIiSL:9rb乃針 (板持)Jの策定をX

めることを決ZE
0 平成24年6月～9月

)

*全EE)の71会港11tBZA点へ玉見事六(9月)

[方 針 の 肘 ･内 書 )(★ 刑 桝 JB )

○ 今EIの也AL=おrlも評月な生活捷qtb孤立などの地nLt牡のPlに応える711弘法むの方舟性と

A拝的な事業etFlについて rI色班に33r7る野村なま急汁tの肝決やdエR5止に向けた行n tJ
と l地utL=おr7る評AIな9=漕ElnIのy決や瓜丘防止に向rJTEアクションプランJとして示す.

rJLに&/fdJJrを.生一書■LOJR や■JfJ肝止I=■ けた行■LLJ

O eOの地心祖札の脚 決に向けて､全… かこnからのtttitBLbの乃何位やあり

TTを共書するものとして､ ｢脚 tLへの純 JT相加 ･支棚 化Jrアウトリ
ーチの雌 ｣r也淡のつな… ｣r行故とのパートナーシップJの5qBEg･とめる.

肋 /ナ&批 生月肋 NieやJrz21戊 止にJg〝たTクシ=ンプ支:一イ

0 r巧む暮書lにJ乳lて示した棚 の方向性や萌り糊 するために､ELす■…

レ棚 だを取り払みの号え乃やM を示す.

0 1行耶暮書Iの捌 けて細 られる事… 菅 ｢ステップ㊤｣とし､rステップ◎Jの

舶 けて当… とぎれる取り租みき rZチップ①｣として脚 .

0 色市棚 肌 … や■卿 の状況をふgrえ.アクションプランに示され

欄 をチZックJW としてう… り肋 を納 明ft化し､那 すa

rアクションブウンの脚 けた全社t臥取び脚 社榊 軌I
O … tに向けた… 休との紺 脚 .

0 魯脚 相場 における取り組み状況を朋 L̂ 帆 や州 ■… などPクシヨ
ンフランの州 ･私

0 事舶 脚 における… した… みに申して岬 にJZじた支肌

の点Jrと支uOjr必/=ついr

0 AZSfBg田rI書の祖牡鹿旅の廿8t■圧EaF5枚であるか.そのNr書にある社名的Il立や生活Lttへ

の対応GL ますはJBilな地btで対応できる益hつくりZIJJL

O 市区町村11猿性.これまでのtt氏●加の町り掴みを名盤に.さg:ざまな付紙ErdとのJZlItS
加のもと､也tdta:民d抱える生活技且を弗RL.48班 ･支ilにつなrlる廿能をSL化し､こうLI=

取り相みを且じて7I杜のaLうつ<り香れIJ.
O 先暮7tS区E]相における地は福祉⊃-ティネ-ターやコミュニティソ-シャルワーカーの7ItW

Aなとの地Ed73祉他力の充実の札正.

dn*& /こ盾/姓 .rkJFJ/ごつい T

O も脚 E:おける胤 の… せつくり翻 こと棚 .JiL̂ 1地脚 で

は脚 .行政と地dO)生酒舶 化を由り.地Ⅰ榊 と地… との一件

的内定をとを連じてⅧ との/T-トナーシップを糾 し人相 丘qtL=取り払

0 ■洲 において… 的さnていろ l洲 J:って.棚 される生糊
菅への斬ltな刑 事え､アクションプランの州 もほの脚 に向けて行ii
や叩併青書との凶 を… ことか求めらrLる.

0 その-刀.自らの紬 をふま3t､地叫のさまぎ棚 番との… 金などの民鵬

脚 を油L>てtt切らul■九に㈹ 的に町り舵 .
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自治体 か ら民生委員 ･児童 委員への個 人情報の提供 に関する事例集 (平成24年7月)

･ 棄日本大袋災や所在不明高齢者問題等により､支援を必要としている人々を地域から孤立させない支援が求
められ､民生委員 ･児童委員への期待が高まっていること

･ 民生委員 ･児童委員が地域で活動するにあたって､支援を必要とする人々の個人情報が民生委員等へ適切に
提供されていないとの声があること

･ 平成22年度に行ったサンプル調査の結果から､民生委員 ･児童委員へ個人情報を提供していない市町村が
存在すること

これらの背景から､本事例集を作成し､市町村から民生委員 ･児童委員へ必要な個人情報が適切に提供され､地

○長野県民生委員活動と個人情報の取扱いに関するガイ ドライン

○大分県中津市 (定期的に担当地区内対象者一覧を配布)

○東京都中野区 (個人情報を共有可能な条例及び協定書を制定)

○岩手県釜石市 (行政からの情報提供及び提供方法を一覧化)

○島根県松江市 (高齢者世帯情報等を本人同意で提供)

○福井県永平寺町 (児童虐待等の情報を提供)

○愛媛県松山市 (行政把握の要援護者名簿を直接提供)

○兵庫県たつの市 (民生委員からの個別問合わせに随時対応)
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生活福祉資金の資金種類別貸付決定状況

や 金 I一 頼 H19 H20 H21 H22 H23
件歎 令 件放 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

74祉★事 I.799件 15.9億円 り36件 14.91七円 4.115件 33.4億円 5､066件 39.3億円 4.782件 31.3億円

緊急小口井金 1.5141+ 一.0億円 3.127件 2.4億円 ー5.590件 13.3t8円 21.376件 18.6億円 81.587件巨 -

教書支捷資金 6.732件ー 54.5f怠円 7.906件 60.3伐円 13..39可 93.0怯円 14.287件 99.7teR T4,047# 94.0低円

′′/ / / 28.353件 l78.7倍円 41.344件 262.2傭円 ー8,320件 103,2倍円

870件 12.51七円 1.610件 23.0健円 1.960件 24.1倍RI .∵/ ･∴/
141件! 24.6脚I 119仲20.1碓RI 12,1㌔ 21.0即l l20件 ー9.7億円 93件 14.2塘円

(H19.4-) 135件 10.一価円l 367件 24.9億円 244件 ー5.7t8円 238件 16.8偲円 228件 15.4倍円

･X 各染金井金41相の井付決定軌 ま場数を四捨五入しているため.合t十曲は一致しない｡

※ 平成23年度の稚拙半金及び緊急小口資金については.東日本大書災の被災者に対する特例措置に基づくず付を含む｡なお.被災三県における緊急小口資金に係る
特例措tの手付件政は67.850件､突付金魚は956催円となっている.
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生活福祉資金都道府県別貸付決定件数及び金額

≠O. +江府■ 辛井付決走拝書 成22年度ヱ付決定*JI(干RI 辛文付決定件暮 成23年庄子付決定*#(千Plー

1 北海il I.964 1.506.340 1.493 932.318
2 書類■ 1,208 743.115 789 432.669
3 岩手れ 3.038 1,354.125 3.615 1.313.80ー
4 宮城■ 391 198.040 38.960 5.645.158
5 秋田■ 840 531.244 671 355.899
6 山形A 949 515.906 1.142 563.123
7 絹島gL 1.645 634.679 25.831 3.905.900
8 茨城R I.506 602.283 871 3H.700
9 栃木れ 659 423,858 6引 286.952
10 拝馬久 I.455 592.454 1.266 383.987

ー1 坤玉れ 3.385 1.774.508 2.371 1.261.220
12 千葉県 6,627 3,888.174 4,380 2.103.837
ー3 東京蔀 9.145 6,531,898 5.397 4.118.751
ー4 神奈川れ 2,777 I.467.778 I.639 758.984
15 新潟県 1.257 677.977 I.0ー4 343.283
16 書LIJJt 588 214.562 327 93.115
り 石川九 1.288 657.610 740 265.664
18 福井県 308 133/137 175 55.944
19 LLJ*+ tt7 34.257 116 28,334
20 長方■ 813 273.584 450 162.850
21 岐阜A 987 340.879 509 ー60.470
22 A+FI■ 3.704 1.44一.799 1.704 647.120
23 兼欠I■ 2.455 1.128.053 844 332.040
24 三暮■ 1.159 478.903 890 323.394
25 並I■ 1.236 931.035 668 400.383
26 京さ府 3.711 1.879,126 3.203 1,435,751
27 大阪庶 7.511 5.883.677 4.738 3.247.255
28 兵Ji魚 5.602 3.300,354 3.027 1,533.951
29 奈良県 608 284.992 386 155.676
30 軸故山魚 165 117.336 89 62.214
31 ▲取魚 333 128.937 309 朗.997
32 島租点 280 137.374 260 128.513

33 申LLJR 250 87.855 87 51′324
34 広JLt 1.120 519,099 775 207.607
35 LLlロれ 497 157.339 268 90.229
36 撞AA 210 lB9.943 ー06 83.871
37 香川^ 996 394.59ー 460 120.954
38 *dLI 504 244.122 321 139,306
39 書知朱 526 338,163 477 309.381
40 福岡れ 4.974 2.477.676 3.787 I.825.026
41 佐X県 55 22.976 30 19.089

42 長ヰ県 1.067 632.410 777 504.703
43 熊本県 632 330.906 399 175.056
44 大分R 911 221.461 759 176.137
45 雪片R 837 455.766 771 427.28ー
46 鹿児島7& 553 147.765 456 110,527
47 沖A点 1.588 603.096 1.059 404.667
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i Ir平成 24iホームレスの実態に関する全町網義は 溝真膿帆董)報告軌 の離蔓

本報告書は､平 成24年 1月に実施した｢ホームレスの実態に関する全国調査 (生活重態調 査)lの結 果について､上垂二
ムレスの実態に関する全国調 査検 討会 Lにおいて分析 ･検証 を行ったもの｡

《参考》rホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)｣※単純熊計した速報値は本年4月27日に公私

> 本桐査は､rホームレスの自立の支横等に関する特別措置縫｣に基づき､rホームレスの自立の支捜執 こ関する基木方針lの態定

のため､概ね5年間に1回の頻度で実施｡

> 全国(東京都23区､政令指定都市等)の1.373人(このうち有効回答数は1.326)のホームレス(汰)に対し個別面接により調査｡

※ rホームレス｣日･都市公臥 河川､道臥 駅舎その他の施政を故なく起居の妙所として日常生括を肯んでレ､る者(ホームレス韓節2粂).

> 主な胴査項 目として 路上での生活(路上生活の期間 仕胡:と収入の状況等)

rホームレスの実態に関する全薄明査検肘会J〔委A〕x･五十音肺･敬称t8.0は鬼瓦

○ 岩田 正美 日本女子大学人間社会学部教授 佐久間 裕車 NPO法人自立支援センターふるさとの会代表理事

沖野 充彦 NP0位人釜ケ瞭支援機構副理事長 水内 俊雄 大阪市立大学都市研究プラザ教授

奥田 知恵 NPO法人ホームレス支援全国ネットワーク理事長 森川 すいめい 世界の医療団東京プロジェクト代表医師

木原 弘子 東京都桶祉保体周生活桶祉抑山谷対瀬･自立支援相当取殺 森田 洋司 学校法人緒蔭学園常任理事

■■害各設ー-l-i木調調 査○Ⅱ 妻ホ-類似調集計結果の クロス分析 l こ∴.nli二-
間の単純集 計した回答について､分析のための辛な碁太軸 を以下のとおり設定○ 1

(1)野宿経 験のパターン別 (①この5年間で初めて路上生活を始めた層､② 以前にも路上経 験がある層､

③5年前からずつと野宿)､ (2)且造血 ､ (3)年齢及び路上生活期間別

他の関連調 査の活用 1

関連調査の活用査に加えて､地 左逝立 退査 (本調査の対象である政令指定都市等の大都市 以外の地域で実施した同内容の

)や行政の宴 施した他の調査等の結果も合わせて活用o

委員執筆 によるコラム 1

ムレスの生 活実態について､より詳細な検証 .分析を行うため､香 呂独 自の視 点で執董 したコラムを挿入(他の査との比較 ､健 康状態に関 する考察､自立支援センター利用者に関する考 察 など)
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